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（参考１３）「情報提供義務」に関連する裁判例 

 

NO. 裁判例 契約類型 判決の内容 

1 

最判 

平成 7年 

5 月 30 日 

医療契約 

人の声明及び健康を管理すべき業務に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険

防止のために実験上必要とされるのであるが、右注意義務の基準となるべきものは、

一般的には診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準であるというべきで

ある。ところで新生児の疾患である核黄疸は、これに罹患すると死に至る危険が大き

く、救命されても治癒不能の脳性麻痺等の後遺症を残すものであり、生後間もない新

生児にとって最も注意を要する疾患の一つということができるが、核黄疸についての

予防、治療方法は、上告人が出生した当時既に臨床医学の実践における医療水準にな

っていたものである。産婦人科の専門医である被上告人としては、退院させることに

よって自らは上告人の黄疸を観察することができなくなるのであるから、上告人を退

院させるに当たって、黄疸が増強することがあり得ること、及び重篤な疾患に至る危

険があることを説明し、黄疸症状を含む全身状態の観察に注意を払い、黄疸の増強や

哺乳力の減退等の症状が現れたときは、速やかに医師の診察をうけるよう指導すべき

注意義務を負っていたというべきところ、被上告人は、上告人の黄疸について特段の

言及もしないまま、何か変わったことがあれば医師の診察を受けるようにとの一般的

な注意を与えたのみで退院させているのであって、かかる被上告人の措置は、不適切

なものであったというほかはない。 

2 

最判 

平成 8年 

10 月 28 日 

変額保険 

募集人は、変額保険募集に当たり、顧客に対し、変額保険に対する誤解から来る損害

発生を防止するため、変額保険が定額保険とは著しく性格を異にし、高収益性を追求

する危険性の高い運用をするものであり、かつ、保険契約者がその投資リスクを負い、

自己責任の原則が働くことを説明すべき法的義務が信義則上要求されているものとい

うべきであり、客観的にみて、この点を理解させるに十分な説明がなされていなけれ

ば、変額保険募集時に要請される説明義務を尽くしていないものというべきである。

3 

最判 

平成 10 年 

4 月 10 日 

ワラント取

引 

証券会社が投資家に対し投資を勧誘するに際し、信義則上、当該投資家の年令、職業、

資産の状況、投資経験等の属性等に応じて、投資家が当該商品の価額変動の特殊性や

傾向の特質について的確な認識を形成するに足りる情報を提供すべき注意義務を負う

ものというのが相当である。 

4 

最判 

平成 10 年 

6 月 25 日 

株式投資信

託取引 

証券会社及びその証券取引勧誘外務員は、一般投資者に対し、証券取引を勧誘するに

際して当該取引の仕組みや危険性について的確に説明する義務を負うものであり、ま

た、投資信託においては、その投資した資金の運用を専門家に一任する性格を有する

ものである以上、運用成績悪化を考慮しての解約の機会を逸させることのないよう、

証券取引後においても、運用状況の開示・報告等の情報提供義務を負う。 

5 

最判 

平成 10 年 

6 月 30 日 

ワラント取

引 

証券会社及びその使用人は、投資家に対し、証券取引の勧誘をするに当たっては、投

資家の職業、年齢、証券取引に関する知識、経験、資力等に照らして、当該証券取引

による利益や危険性に関する的確な情報の提供や説明を行い、投資家がこれについて

の正しい理解を形成した上で、その自主的な判断に基づいて当該証券取引を行うか否

かを決することができるように十分説明する信義則上の義務を負うものというべきで

あり、証券会社及びその使用人が、右義務に違反して取引勧誘を行ったために投資家

が損害を被ったときは、不法行為を構成し、右損害を賠償する責任がある。 

6 

最判 

平成 11 年 

3 月 23 日 

ワラント取

引 

証券会社が特定の銘柄を推奨して一般投資家を証券取引に勧誘する場合には、顧客が

既に当該投資商品の取引を熟知している場合を除き、原則として、当該商品の取引に

不可欠な商品の構造、取引価格の形成・変動の仕組み、取引による利得や損失の危険

等について十分な説明を行い、それについて顧客の理解を得たうえで、顧客自らの責

任と判断で取引ができるよう配慮すべき信義則上の義務がある。 

7 

最判 

平成 11 年 

10 月 12 日 

ワラント取

引 

証券会社の担当者が、一般投資家に対して、ワラント取引の勧誘をする場合には、そ

の投資効率の面のみを強調するべきではなく、それに必然的に伴う重大な危険性をよ

り十分に説明すべきである。それも、単にハイリスクであるなどという抽象的な説明

では不十分である。当該一般投資家の経歴、証券取引に対する従前の知識経験などに

照らし、当該一般投資家が容易に理解できる方法により、ハイリスクであるという意

味を具体的に説明すべきである。 
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8 

最判 

平成 13 年 

11 月 27 日 

医療契約 

医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、診療契約に基づき、

特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断（病名と病状）、実施予定の手

術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利

害得失、予後なとについて説明すべき義務があると解される。本件で問題なっている

乳がん手術についてみれば、疾病が乳がんであること、その進行程度、乳がんの性質、

実施予定の手術の内容のほか、もし他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利

害得失、予後などが説明義務の対象となる。一般的にいうならば、実施予定の療法（術

式）は医療水準として確立したものであるが、他の療法（術式）が医療水準として未

確立のものである場合には、医師は後者について常に説明義務を負うと解することは

できない。とはいえ、このような未確立の療法（術式）ではあっても、医師が説明義

務を負うと解される場合があることも否定できない。少なくとも当該療法（術式）が

少なからぬ医療機関において実施されており、相当数の実施例があり、これを実施し

た医師の間で積極的な評価もされているものについては、患者が当該療法（術式）の

適応である可能性があり、かつ、患者が当該療法（術式）の自己への適応の有無、実

施可能性について強い関心を有していることを医師が知った場合などにおいては、た

とえ医師自身が当該療法（術式）について消極的な評価をしており、自らはそれを実

施する意思を有していないときであっても、なお、患者に対して、医師の知っている

範囲で、当該療法（術式）の内容、適応可能性やそれを受けた場合の利害得失、当該

療法（術式）を実施している医療機関の名称や所在などを説明すべき義務があるとい

うべきである。 

9 

名古屋高判 

平成 14 年 

4 月 18 日 

継続的取引

関係の合意

をする契約

（フランチ

ャイズ契約）

多くの場合、フランチャイザーが予め作成している統一的契約書により契約する一種

の附合契約であって、フランチャイジーとなろうとする者は、通常、小規模の事業者

かこれを志す者であり、資金力も小さく、同システムによる営業についての知識や情

報がフランチャイザーに比べて極めて少ない。これらを考慮すれば、信義則上、予定

店舗を指定して加盟を勧誘するフランチャイザーは、フランチャイジーとなろうとす

る者に対して、予定店舗についての的確な情報を収集するとともに、収集して保有す

るに至った情報を、特に秘匿すべき事情のない限り、フランチャイジーとなろうとす

る者に開示し、フランチャイズ契約を締結するか否かの判断の資料として提供すべき

義務、すなわち情報提供義務があると解するのが相当である。 

10 

福岡地裁 

小倉支部 

判決 

平成 14 年 

10 月 29 日 

装置販売 

本件駐車装置は、負傷したり、又は本件事故のような死亡事故が発生する危険性があ

るから、その構造について特別の知識を有しない原告に本件駐車装置を販売する被告

は、①本件駐車装置の捜査は教育を受けた者が行うこと、②操作するときは棟内の無

人を確認すること、③同乗者は入庫前に降車させること等の注意事項を説明するにと

どまらず、これらの注意事項を怠った場合には、上記のような危険性があり、そのよ

うな危険性を回避又は軽減するためにどのようなセンサが設置されているか、また、

安全性を更に向上させるために、オプションでどのようなセンサが用意されており、

その価格はどの程度であるか等といった本件装置の危険性とその安全装置であるセン

サの内容等について、原告に具体的に説明すべき信義則上の義務があったというべき

である。 

11 

最判 

平成 15 年 

11 月 7 日 

売買物件の

接道条件に

関する金融

機関従業員

の説明義務 

Ａが接道要件が具備していないことを認識していながら、これを被上告人に殊更に知

らせなかったり、又は知らせることを怠ったりしたこと、上告人が本件土地の売主や

販売業者と業務提携等をし、上告人の従業員が本件土地の売主等の販売活動に深くか

かわっており、Ａの被上告人に対する本件土地の購入の勧誘も、その一環であること

など、信義則上、Ａの被上告人に対する説明義務を肯認する根拠となり得るような特

段の事情を原審は認定しておらず、また、そのような事情は、記録上もうかがうこと

ができない。 
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12 

最判 

平成 15 年 

12 月 9 日 

火災保険契

約の締結過

程の際の説

明義務違反

と慰謝料請

求 

地震保険に加入するか否かについての意思決定は、生命、身体等の人格的利益に関す

るものではなく、財産的利益に関するものであることにかんがみると、この意思決定

に関し、仮に保険会社側からの情報の提供や説明に何らかの不十分、不適切な点があ

ったとしても、特段の事情が存しない限り、これをもって慰謝料請求権の発生を肯認

し得る違法行為と評価することはできないものというべきである。これらの諸点に照

らすと、本件各火災保険契約の締結に当たり、上告人側に、被上告人らに対する本件

地震保険に関する事項についての情報提供や説明において、不十分な点があったとし

ても、前記特段の事情が存するものとはいえないから、これをもって慰謝料請求権の

発生を肯認し得る違法行為と評価することはできないものというべきである。したが

って、前記の事実関係の下において、被上告人らの上告人に対する前記の募取法１１

条１項、不法行為、債務不履行及び契約締結上の過失に基づく慰謝料請求が理由のな

いことは明らかである。 

13 

最判 

平成 16 年 

11 月 18 日 

公団住宅の

譲渡契約の

締結の際の

説明義務違

反と慰謝料

請求 

上告人は被上告人らが、本件優先購入条項により、本件各譲渡契約締結の時点におい

て、被上告人らに対するあっせん後未分譲住宅の一般公募が直ちに行われると認識し

ていたことを少なくとも容易に知ることができたにもかかわらず、被上告人らに対し、

上記一般公募を直ちにする意思がないことを全く説明せず、これにより被上告人らが

Ａの設定に係る分譲住宅の価格の適否について十分に検討した上で本件各譲渡契約を

締結するか否かを決定する機会を奪ったものというべきであって、Ａが当該説明をし

なかったことは信義誠実の原則に著しく違反するものであるといわざるを得ない。そ

うすると、被上告人らがＡとの間で本件各譲渡契約を締結するか否かの意思決定は財

産的利益に関するものではあるが、Ａの上記行為は慰謝料請求権の発生を肯認し得る

違法行為と評価することが相当である。（財産的利益に関する意思決定権侵害を理由

とする慰謝料請求を初めて正面から肯定した最高裁判例） 

14 

最判 

平成 17 年 

9 月 16 日 

マンション

販売に関す

る一切の事

務を行って

いた宅地建

物取引業者

の説明義務 

被上告人Ｙ１には、Ａに対し、少なくとも、本件売買契約上の付随義務として、上記

電源スイッチの位置、操作方法等について説明すべき義務があったと解されるところ、

宅地建物取引業者である被上告人Ｙ２は、その業務において密接な関係にある被上告

人Ｙ１から委託を受け、被上告人Ｙ１と一体となって、本件売買契約の締結手続のほ

か、８０２号室の販売に関し、Ａに対する引渡しを含めた一切の事務を行い、Ａにお

いても、被上告人Ｙ２を上記販売に係る事務を行う者として信頼した上で、本件売買

契約を締結して８０２号室の引渡しを受けたこととなるのであるから、このような事

情の下においては、被上告人Ｙ２には、信義則上、被上告人Ｙ１の上記義務と同様の

義務があったと解すべきであり、その義務違反によりＡが損害を被った場合には、被

上告人Ｙ２は、Ａに対し、不法行為による損害賠償義務を負うものというべきである。

15 

最判 

平成 18 年 

6 月 12 日 

建築会社の

担当者とと

もに融資返

済調達計画

を説明した

金融機関従

業員の説明

義務 

一般に消費貸借契約を締結するに当たり、返済計画の具体的な実現可能性は借受人に

おいて検討すべき事柄であり、銀行担当者には、返済計画の内容である本件北側土地

の売却の可能性について調査した上で上告人に説明すべき義務が当然にあるわけでは

ない。上告人は、銀行担当者が上記説明をした際、本件北側土地の売却について銀行

も取引先に働き掛けてでも確実に実現させる旨述べるなど特段の事情があったと主張

しているところ、これらの特段の事情が認められるのであれば、銀行担当者について

も、本件敷地問題を含め本件北側土地の売却可能性を調査し、これを上告人に説明す

べき信義則上の義務を肯認する余地があるというべきである。 
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（参考１４）「適合性原則」に関連する裁判例 

 
  判決 事案の概要 判決の内容 

1 最判 

昭和 61 年 

5 月 29 日 

 

金地金の先物取引会社の社員が商品取

引の知識のない主婦に３時間にわたっ

て勧誘し、リスク、委託追証拠金の必要

などは説明せずに先物取引契約を締結

させたとして、損害賠償を請求した。 

大阪金為替市場で金地金を売買するよう委託した本件取引は、実質的にみて

も、委託者保護の制度的保証を欠き問題のある会員会社を相当数かかえた市

場を媒体とするものであることから、組織的・機構的に危険性も高く、また

その勧誘についても、電話による無差別勧誘であたりをつけ、先物取引の顧

客としての適格を欠く主婦を相手に長時間執拗に働きかけ、その際本件取引

が私設市場での先物取引で投機性を有すること他につき充分な説明をしな

かつたなど、著しく不公正な方法によつてなされたものというほかはないか

ら、公序良俗に反し無効なものというべきであるとした原審の判断は商品取

引所法八条に違反するところがあるか否かについて論ずるまでもなく正当

として是認できるとして、上告を棄却した。 

2 大阪高判 

平成 11 年 

4 月 23 日 

被告証券会社の従業員の原告に対する

勧誘に、断定的判断の提供、執拗・強引

な勧誘、適合性原則違反、説明義務違反、

虚偽事実の表示及び過当取引の勧誘が

あったとして、原告が不法行為（民法７

１５条）又は債務不履行に基づく損害賠

償を請求した。 

「投資家の投資は、その能力、性格、財産状態や経験、投資の目的その他の

事情に適合した取引である必要があり、したがって、投資勧誘もこのような

実情に合致したものであることが認められ、これに合致しないような勧誘

は、場合によっては、社会通念上許容された限度を超える勧誘として違法と

されるべきであり、証券会社は、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らし

て、信用取引の危険性を理解できないことがやむを得ない顧客又は信用取引

の危険性を負担すること自体が不相当と認められる顧客に対して信用取引

を勧誘することは許されないと解すべきである。」と判示し、本件では、控

訴人が証券取引を開始してから急速に多額の証券取引を行うに至った態様

は、健全な社会通念に照らした場合には、異常ともいえるものであり、適合

性の原則に違反する限度において、社会通念上許容された限度を超えた違法

な勧誘であったものと認めるのが相当であるとした。 

3 東京高判 

平成 11 年 

7 月 27 日 

 

控訴人会社の外務員控訴人Ａらの株式

勧誘によって、株式を継続的に購入した

被控訴人が、右勧誘行為は適合性原則違

反、不当表示ないし不表示により違法で

不法行為を構成するとして、控訴人らに

対し、損害賠償を請求した. 

「いわゆる取締法規違反の行為は、直接的には行政上の処罰等の対象となっ

ても、理論上は民事上の不法行為の故意、過失を直接構成するものではない

けれども、その違反の有無は、不法行為の要件である違法性を判断するため

の要素の一つとなることは明らかであり、また、その取締法規の目的が間接

的にもせよ一般公衆を保護するためのものであるときは、その取締法規違反

の事実は、他の諸事情をも勘案して不法行為の成否を判断する主要な要素で

あり、一応不法行為上の注意義務違反を推認させるものである。また、証券

外務員が、顧客の資産、投資目的、知識・経験等に適合しない過当な頻度・

数量の投資勧誘を行った場合は、右信義則上の義務に違反するものとして、

右勧誘行為が違法性を帯び、不法行為を構成する場合があるというべきであ

る。」と判示し、本件投資勧誘行為は、取引につき全体として、証券外務員

の信任ないし誠実義務に著しく違反する違法なものと評価すべきであり、不

法行為を構成するとした。 

4 最判 

平成 11 年 

10 月 12 日 

 

被上告人が、上告人会社の担当者の違法

な勧誘により、本件ワラント取引につ

き、担当者が損失の危険性の極めて強い

ワラントの危険性、意義や価格形成のし

くみすら十分に説明しないで勧誘した

として、損害賠償を求めた。 

「証券会社の担当者が、一般投資家に対して、ワラント取引の勧誘をする場

合には、その投資効率の面のみを強調するべきではなく、それに必然的に伴

う重大な危険性をより十分に説明すべきである。それも、単にハイリスクで

あるなどという抽象的な説明では不十分である。当該一般投資家の経歴、証

券取引に対する従前の知識経験などに照らし、当該一般投資家が容易に理解

できる方法により、ハイリスクであるという意味を具体的に説明すべきであ

る。」と判示し、本件では、控訴人の意向、財産状態、投資経験などに照ら

し、控訴人は危険なワラント取引に適合しているとはいえず、そもそも適合

性の原則に照らしワラント取引を勧誘すべきでなかったというべきである

のに、被控訴人は、控訴人に対し、ワラント取引を勧誘し、しかもその際、

ワラント取引の危険性について具体的に説明していないのみならず、被控訴

人は、控訴人に対し、ワラントの意義及びワラント価格形成のしくみについ

てすら、ほとんど説明をした形跡がないことから、控訴人に対する本件ワラ

ントの勧誘行為は、説明義務に違反する違法行為であることが明らかである

とした。 
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5 大阪高判 

平成 12 年 

5 月 11 日 

 

破産者Ａ株式会社を通して投資信託及

びワラントを購入した被控訴人が、破産

管財人である控訴人に対し、右破産者の

適合性原則違反、説明義務違反等を理由

に、不法行為及び債務不履行に基づく破

産債権（損害賠償請求債権及びこれに対

する遅延損害金）の確定を求めた。 

「専門家としての証券会社又はその使用人は、顧客に対し商品を勧めて販売

する場合には、契約準備段階における信義則上の義務として、当該顧客が自

ら申告する投資経験、投資目的等に照らし、明らかに過大な危険を伴う商品

（不適合商品）の勧誘を回避すべき法律上の義務がある。また、右商品が一

般的に知られているかあるいは当該顧客がこれを熟知している場合を除き、

同人が投資するか否かを判断するための不可欠な要素について、正しく認識

できるよう説明すべき法律上の義務があるというべきである」と判示し、本

件では、原告の学歴、稼動経験、従前の投資経験、投資原資が余剰資金でな

いこと及びワラントの高度の危険性を併せ考えれば、本件のワラント価格が

一般には少額と評価されるものであったとしても、なお原告にとって適合性

はなかったというべきであるとして適合性原則違反を認めるとともに、投資

信託としては五段階で危険の大きな方から二番目に分類される商品であっ

たのだから、原告のように預金との区別も付かない購入者に対しては、前記

信義則上の義務として、最大の取引決定要因として最低限、元本割れの可能

性があることの説明がなされてしかるべきとして説明義務違反も認めた。

6 東京高判 

平成 12 年

8月 21 日 

被控訴人証券会社を通じて、株式等の取

引等を行い、結果的に損害を被った控訴

人会社が、被控訴人の担当者による適合

性原則に違反した勧誘、見せかけ保証金

取引及び過当取引など過当取引などの

違法行為があるとして、損害賠償を求め

た。 

「信用取引は、それについて適切な説明がされれば、投資家の自己責任に委

ねられるべき経済取引であるから、信用取引の仕組みについて理解能力を欠

き、仮に適切な説明がされても理解が困難な者に対して勧誘するような特段

の事情のない限り、証券会社に対し、信用取引を勧誘すること自体を回避す

べき注意義務を広範囲に課すのは相当ではないというべきであり、証券会社

の適合性違反を判断するに際しては、この点も十分に考慮に入れなければな

らない」と判示し、本件では、我が国の事業会社が有価証券投資に極めて積

極的であったという経済状況の下、証券会社の従業員が事業会社に対しその

資金の有効活用の見地から株式の信用取引を勧誘し行わせたことが、顧客の

投資目的、財産状態や投資経験等に照らして著しく不適合であったというこ

とはできないとされ、証券会社の従業員の行った証券取引の態様が、顧客の

投資目的、財産状態や投資経験等に照らして社会的相当性を逸脱した過当な

頻度・数量の取引であったと断定することはできないとされた。 

7 大阪高判 

平成 12 年 

8 月 29 日 

被告会社を通じてオプション取引をし

て損失を出した原告が、被告会社による

原告に対する右取引の勧誘が不法行為

であるとし、その賠償を求めた。 

「行政的取締法規に違反する投資勧誘をしても、そのことによって直ちにそ

の投資勧誘が私法上の違法性を備えるものではないが、取締法規に違反する

投資勧誘が社会的に許容される範囲を逸脱する程度にまで至れば、その投資

勧誘は、私法上違法との評価を免れないというべきであり、オプション取引

は、様々な有用性はあるものの、難解且つ危険な取引であって、多くの個人

投資家には適合しない取引である。したがって、個人投資家に対してオプシ

ョン取引を勧誘する証券会社の外務員としては、その顧客の資産、取引経験、

社会経験、知的能力等を総合的に勘案して、その顧客がオプション取引の仕

組みと危険性を理解することを可能とする能力と取引経験及び社会経験を

有していると認められる場合にのみ、これを勧誘すべきであって、そうでな

い場合には、これを勧誘してはならない注意義務を有していると解すべきで

ある。」と判示し、本件では、被告は、原告がオプション取引の仕組みや危

険性について理解していないことを知りながら、あるいは容易にこれを知り

得たのに、累次リスクの大きい取引に原告を誘い込み、原告に多大な損害を

被らせたことは、社会的に許容される範囲を逸脱した投資勧誘であったと断

ぜざるを得ず、これが原告に対する不法行為であると言わざるを得ないとし

た。 

8 福岡高判 

平成 13 年 

3 月 28 日 

 

被告ないし被控訴人証券会社と取引を

行っていた控訴人Ｘ３外８名及び被控

訴人Ｘ他１名が、上記証券会社の担当者

Ａらから違法な勧誘を受けてワラント

を買い付けたところ、権利行使期間を徒

過して価値がなくなり損害を受けたと

して、損害賠償を請求した。 

「証券会社は，投資家に対し証券取引の勧誘をするに当たっては，投資家の

職業，年齢，証券取引に関する知識，経験，資力等に照らして，当該証券取

引による利益や危険性に関する的確な情報の提供や説明を行い，投資家がこ

れについての正しい理解を形成した上で，その自主的な判断に基づいて当該

証券取引を行うか否かを決することができるように十分説明する信義則上

の義務を負うものというべきであり，証券会社が右義務に違反して取引勧誘

を行ったために投資家が損害を被ったときは，不法行為を構成し，損害を賠

償すべき責任があるというべきである。」と判示し、本件では、原告Ｘ２の

経歴や投資経験、投資傾向とも照らし合わせると、電話によりパンフレット

等も送付していないＡの説明は十分に理解できるものとはいえず、Ａの原告

Ｘ２に対するワラント勧誘は、適合性の原則及び説明義務に違反するものと

いわざるをえないとして違法性が認められた。 
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9 名古屋高判 

平成 13 年 

10 月 2 日 

控訴人の従業員であるＡ及びＢの被控

訴人に対する本件オプション取引勧誘

行為は違法であるとして、被控訴人が控

訴人に損害賠償を求めた。 

「本件オプション取引は、その仕組みが一般の証券取引に比べて複雑で、日

本ではなじみのない取引であり、かつリスクが高い投機性の極めて強い取引

であるから、投資経験のない被控訴人がその内容を十分理解することは、相

当困難であることが明らかである。したがって、Ａらとしては、被控訴人に

対し、株式信用取引や商品先物取引の経験があるか否かを確認して、その経

験がない場合には、本件オプション取引の内容について、十分な時間をかけ

て説明するとともに、具体的な取引例を想定して、手数料も含めた上で、予

想される利益や損失を具体的に数字を示して説明すべき義務があり、かつ、

当初は少額の取引の勧誘に止めて、その取引の損益を確定させ、実際に取引

を経験してもらった上で、通常規模の取引を勧誘すべき義務があるといえ

る。」とし、ローリスク・ハイリターンを強調しただけの一般的説明では、

投資経験のない被控訴人が本件オプション取引の仕組みやリスクを正しく

理解することは不可能であり、説明義務違反があったとした。 

10 東京高判 

平成 13 年 

11 月 29 日 

 

従前から被控訴人と証券取引を行って

いた控訴人が、被控訴人の担当者Ａに勧

誘されるままに開始した信用取引にお

いて損害を負ったとして不法行為に基

づく損害賠償を求めた。 

「適合性の原則は、証券会社が顧客に対する投資勧誘に際し、顧客の投資目

的、財産状態、投資経験等に照らし、不適合な証券取引を勧誘してはならな

いというものであり、信用取引は、一定の投資経験、知識、資力等を求めら

れ、投資額に比べて大きな利益が期待できる反面、予想と違った場合には損

失も大きくなる危険性のあるハイリスク・ハイリターンの商品である」と判

示し、本件では、控訴人の証券取引経験、投資目的・指向等に照らして、Ａ

により一任取引的に行われた信用取引は、多量、頻繁で、社会的相当性を逸

脱した過当取引に当たり、Ａらにおいて控訴人にこのような信用取引を勧誘

して承諾させたことは、適合性の原則に反するものであり、しかも、その取

引内容は過当売買に当たるものというべきであるから、全体として違法なも

のとして不法行為を構成するというべきであり、被控訴人は、Ａらの使用者

として、信用取引により控訴人が被った損害を賠償すべき責任を負うもので

あるとした。 

11 名古屋高判 

平成 14 年 

2 月 14 日 

 

被告に吸収合併前の証券会社の支店と

証券等の取引をしていた原告が、同支店

長Ａ及び従業員Ｂが証券取引法に反し、

あるいは社会的相当性を逸脱するなど

した勧誘行為をしたとして、被告に対し

使用者責任又は債務不履行責任に基づ

き損害賠償請求した。 

「店頭登録株については，一般に店頭登録企業は将来の成長が期待できる企

業が多い反面，企業規模が小さく上場企業に比べて，経営基盤の安定度とい

う面ではやや劣る企業も少なくないうえ，株式の市場性が薄く，値下がりの

危険性も高いことなど投資リスクが大きい商品であることなどを考慮する

と，顧客にかかる商品を勧誘する際には，店頭取引の仕組みなどについて十

分な説明をし，投資リスクの高い商品であることを了解させることが必要で

あり，証券会社の店頭登録株の勧誘においても，適合性の原則が適用される

ものといえる。」と判示し、本件では、原告が店頭取引の仕組みや店頭登録

株の投資リスクなどの十分な説明を受けていないことなどからすれば，原告

の投資経験などをもってしても，適合性の原則に違反したものといえ、Ａ支

店長のかかる勧誘行為は，証券取引を勧誘するうえで，社会的相当性を逸脱

するものであり，不法行為に該当するものであり、，Ａ支店長の使用者であ

る証券会社を合併した被告も民法７１５条による損害賠償責任を承継した

ものといえるとした。 

12 最判 

平成 15 年 

10 月 23 日 

 

証券会社である上告人との間で国内証

券及び外国関係商品の取引をした被上

告人が、上告人の担当者の勧誘行為等に

適合性原則違反、過当取引及び断定的判

断の提供の違法行為があったとして、上

告人に対し、損害賠償を求めた。 

「証券会社は、証券取引等を勧誘する場合には、投資家に対し、当該取引の

危険性について相応の的確な情報を提供し、投資家が不十分な情報により判

断を誤らないように配慮すべきであるとともに、投資家の職業・年齢・知識・

投資経験・資力等個人的な要因に照らし、明らかに過大な危険を伴うと考え

られる取引を積極的に勧誘することを回避すべき信義則上の義務があり、こ

の義務に違反した結果当該投資家が損害を被った場合には、不法行為が成立

し、当該投資家に対し、その損害の全部又は一部を賠償する責任を負うもの

というべきである。」と判示し、本件取引における「テンプルトンエマージ

ングアジア」「ターキッシュファンド」については、その特性からして投資

の結果や価格の変動を的確に予測することは極めて困難であるのにそのよ

うな事情が説明されておらず、本件の投資家にはその属性からして価格変動

を予測することは不可能であることは明らかであるとして、原告は適合性を

有しておらず、担当社員は勧誘を行うべきではなかったとしてて、適合性原

則違反として不法行為を構成するとした。 
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13 大阪高判 

平成 16 年 

7 月 9 日 

被控訴人が、控訴人に対し、控訴人の従

業員から、適合性原則や説明義務等に反

する違法な勧誘を受けて行った海外先

物オプション取引により損失を被った

などと主張して、主位的には民法７０９

条に基づき、予備的には同法７１５条に

基づき支払を求めた。 

「受託業者及びその外務員等は、一般投資家に対して取引の勧誘をする際、

一般投資家が取引の危険性を認識するのを阻害するような断定的判断を提

供したり、虚偽・不実表示により勧誘したりすることが禁止されるばかりで

なく、契約準備段階における信義則上の義務として、一般投資家への勧誘は、

投資に関する知識・経験、投資の目的、財産状態等に鑑みて、その者がその

取引への適合性を有する場合に限るべきであり（適合性原則の遵守）、また、

当該商品が複雑かつ危険を伴うときは、一般投資家に対し、一般投資家が当

該取引の仕組みや危険性を的確に認識し得るように説明すべき義務を負う

というべきである（説明義務）」などとして、本件勧誘行為は全体として違

法性を帯び、控訴人は使用者責任（民法７１５条）に基づき被控訴人に生じ

た損害を賠償する義務を負うとした。 

14 最判 

平成 17 年 

7 月 14 日 

水産物卸売業者である原告の取締役ら

が、被告である証券会社の担当者の行為

につき、オプション取引に係る適合性原

則違反、顧客にできる損失を被らせない

ようにすべき義務違反、説明義務違反等

があったと主張し、被告に対して不法行

為による損害賠償を求めた。 

証券取引法第 43 条第 1号では、いわゆる適合性の原則を定めているが、こ

れにつき「（被告である）証券会社の担当者が、顧客の意向と実情に反して、

明らかに過大な危険に伴う取引を積極的に勧誘するなど、適合性の原則から

著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたときは、当該行為は不

法行為上も違法となると解するのが相当である」と判示し、さらに顧客の適

合性を判断するにあたっては「顧客の投資経験、証券取引の知識、投資意向、

財産状態等の諸要素を総合的に考慮する必要があるというべきである」と判

示しつつも、本件については、被告である証券会社の担当者による勧誘につ

き、当該適合性の原則から著しく逸脱するものであったとは認められないと

して、不法行為の成立は否定された。 

15 大阪地判 

平成 18 年

9月 29 日 

 

信販会社による立替払を利用して、事業

者から呉服、宝石、寝具等総額 2000 万

円超の商品を購入した消費者が、契約当

時、アルツハイマー型痴呆症の進行によ

り認知機能・判断能力が低下していたと

して、意思能力欠如又は公序良俗違反に

よる売買契約・立替払契約の無効、被告

らの共同不法行為、被告信販会社らへの

抗弁権の接続等を主張し、未払分の売買

代金債務・立替金債務等の不存在確認又

はその債務の支払を拒絶することので

きる地位の確認並びに既払分の売買代

金・立替金の返還又は相当額の損害賠償

等の支払を求めた。 

事業者による勧誘・販売方法は、取引の相手方の財産を著しく毀損すること

を認識しつつ、相手方の判断能力低下に乗じて、商品を過剰に販売したとい

うものであり、社会通念上、取引道徳に反し、社会的相当性を著しく逸脱す

るものであって、法律上の保護を与えることのできないものであるとし、

①事業者は、一定の時期から継続的に、消費者の判断能力が低下しているこ

とに乗じて、客観的にみて購入の必要のない高額かつ多数の呉服、寝具等を

それと知りつつ過剰に販売したものといえ、本件売買契約は、公序良俗に反

し、無効であるとし、事業者に対する不当利得返還請求の一部を認めた（な

お当該時期までの契約については、多数の呉服類を販売した一環であるとは

いえないし、この時点で、判断能力が低下していたとは認められないから、

公序良俗に反し無効であるとは認められないとした。）。 

②契約無効の抗弁の対抗により（割販法 30 条の 4 第 1項又は信義則）、信

販会社に対し、支払拒絶できることを一部認めた。 

 



 95

（参考１５）「不招請勧誘」に関連する裁判例 

 

 判決 事案の概要 判決の内容 

1 大阪高判 

平成 10 年 

11 月 19 日 

商品先物取引業者に委託をして商品

先物取引をした原告である顧客が，当

該事業者の受託行為に不適格者勧誘，

無差別電話勧誘，欺罔的説明等の違反

行為があり，損害賠償を請求した。 

無差別電話勧誘について，名簿に基づいて電話を掛けて勧誘しただけで

は，無差別電話勧誘に該当して違法と言うことはできないが，商品先物取

引業者の従業員が二度にわたり顧客に電話をし，当該顧客に対し金五○枚

の取引の勧誘をしたのに対し，当該顧客が断ったにもかかわらず，話して

いるときに相づちを打ったので当該取引の委託をしたことになるとし，こ

れに対する当該顧客の抗議にも応じなかった従業員の行為は，真実建玉を

していないにもかかわらず，これを行ったものとした欺罔的なものであっ

て，商品先物取引業者である従業員で，先物取引の勧誘にあたっていた者

として，社会通念上是認されない違法なものであるというべきであるなど

とし，全体として，当該顧客に対する関係で不法行為を構成するものと判

示し，顧客の損害を賠償すべき責任があるとした。 

2 大阪高判 

平成 15 年 

１月 29 日 

 

商品先物事業者に委託をして商品先

物取引をした原告である顧客が，当該

事業者の勧誘段階における無差別電

話・訪問による執拗な勧誘等の行為，

取引継続段階における無断売買等一

連の不法行為により損害を被ったと

主張し，当該事業者に対し，損害賠償

等を請求した。 

勧誘段階の違法性について，顧客が断っていた勤務先への連日の架電及び

勤務先への訪問が執拗な勧誘として違法であることが認定され，その他事

業者の説明義務違反，無断売買，配慮義務違反等を含めた一連の行為は，

全体として違法性を有していると判示し，事業者の使用者責任に基づく損

害賠償を認めた。 

3 秋田地判 

平成 17 年 

11 月 10 日 

商品取引員である被告会社に対して

商品先物取引を委託していた原告が，

営業担当者等の無差別電話勧誘や執

拗な勧誘をはじめとする勧誘態様及

び個々の取引態様等を理由に，主位的

に，被告会社及びその営業担当者であ

る被告らに対し，不法行為に基づく損

害賠償を，予備的に，被告会社に対し，

債務不履行に基づく損害賠償を請求

した。 

無差別電話勧誘及び執拗な勧誘について，被告会社の電話勧誘担当者が勤

務中の原告に対して複数回勧誘の電話をかけていることについて，「複数

回勧誘の電話をかけるということ自体，断られても勧誘を続けたというこ

とを意味し，しかも，勤務先に全く勤務内容と無関係の先物取引の勧誘の

電話を複数回かけるということは，社会通念に照らし，執拗かつ迷惑な勧

誘との評価を免れず，…以上によれば，被告会社の営業活動は，先物取引

の勧誘を受けることを希望しない者の意思を軽視する傾向を有していた

と推認される」などと判示し，被告らの不法行為責任，被告会社の使用者

責任を肯定した。 
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（参考１６）「インターネット取引」に関連する裁判例 

 

  判決 事案の概要 判決の内容 備考 

1 最判 

平成 7年 

11 月 30 日 

(最高裁判

所 民 事 判

例集 49 巻

9 号 2972

頁) 

一般の買い物客である原告Ⅹが上告

人Ｙが経営するスーパーマーケット

の屋上でテナントとしてペットショ

ップを経営する被上告参加人Ｚから

手乗りインコ２羽を購入して飼育し

たところ、右インコより原告の家族が

オウム病性肺炎にかかり死亡したた

め、商法 23 条（現 14 条）、民法 415

条等に基づきＹに損害賠償を請求し

た 

Ｙは、チェーンストア形式による総合小売業などを営む株

式会社で、地上四階建て（屋上あり）の本件店舗でスーパ

ーマーケットを営んでいたものであり、Ｚは、そのテナン

トとして、本件店舗屋上の一部においてペットショップを

営んでいたものであるところ、本件店舗の外部には、Ｙの

商標を表示した大きな看板が掲げられていたが、テナント

名は表示されていなかったというのであり、本件店舗の内

部においても、本件店舗の四階から屋上に上がる階段の登

り口に設置された屋上案内板や右階段の踊り場の壁には、

「ペットショップ」とだけ表示されていて、その営業主体

がＹであるかＺであるかは明らかにされておらず、そのほ

か、Ｚは、Ｙの黙認の下に、契約場所を大きくはみ出し、

四階から屋上に上がる階段の踊り場等に値札を付けた商品

を置き、契約場所以外の壁に「大売出し」と大書した紙を

何枚も張りつけるなどして、営業をしていたというのであ

る。これら事実は、買物客に対し、Ｚの営業があたかもＹ

の営業の一部門であるかのような外観を与える事実という

ことができる。 

他方、Ｚの売場では、Ｙ直営の売場と異なり、独自のレ

ジが設けられて対面販売方式が採られていたこと、Ｚの従

業員は忠実屋の制服等を着用していなかったこと、Ｚの発

行するレシートにはＺの名称が記載されていたこと、Ｚは

Ⅹと異なる包装紙や代済みテープを使用していたこと、Ｚ

の売場の天井からはテナント名を書いた看板がつり下げら

れており、また、本件店舗内数箇所に設けられた館内表示

板には、テナント名も記載され、Ⅹの販売する商品は黒文

字で、テナント名は青文字で表示されていたこと等の事実

について、「これら事実は、これを個々的にみても、また

総合してみても、買物客にとって、Ｚの売場の営業主体が

Ｙでないことを外観上認識するに足りる事実ということは

できない」とし、「本件においては、一般の買物客が被上

告補助参加人の経営するペットショップの営業主体はＹで

あると誤認するのもやむを得ないような 外観が存在した

というべき」とした。そして、Ｙは、本件店舗の外部にＹ

の商標を表示し、Ｚとの間において、（判決で確認した内

容の）出店及び店舗使用に関する契約を締結することなど

により、右外観を作出し、又はその作出に関与していたの

であるから、Ｙは、商法二三条の類推適用により、買物客

と被上告補助参加人との取引に関して名板貸人と同様の責

任を負わなければならないとした。 

スーパー・テナ

ント関係に対

する名板貸人

の責任 

2 東京地判 

平成 10 年 

12 月 21 日 

(判例時報

1684 号 79

頁) 

パソコン通信サービスの会員であり、

担当する掲示板のサロンについてサ

ロンマネージャーとして一定の管理

権限が認められていた原告がサービ

ス提供会社である被告のシステム運

営を批判した記事等を書き込み等し

た行為等が会員規約に違反するとし

てパソコン通信サービスの契約を解

除されたことに関し、原告が会員であ

ることの地位確認と不法行為に基づ

く損害賠償等を求めたもの 

原告が管理するサロンのデータを保存せずに抹消した行

為、原告が運営やリニューアルを批判する書込や事務局を

批判する書込を繰り返し行ったこと、管理人を誹謗中小す

る書込、交渉の場の写真を無断で撮影し自身の HP に掲載し

たこと等について、「原告には形式的に規約に違反する行

為があったが、他方、当該違反行為をするに至った経緯等

諸般のを勘案すると原告に対してパソコン通信サービスの

提供を継続しがたい重大な事情があったとまではいうこと

ができず、原告の右行為が第二規約に定める解除事由あた

るとして本件契約を解除することがではできない」等とし

て、原告が被告の運営するサービスの会員である地位を有

することの確認請求については認容した（損害請求は認め

なかった）。 

パソコン通信

における書込、

契約解除 
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3 東京高判

平成 12 年

1月 19 日 

（確定） 

※東京地

判平成 10

年 12 月 21

日の控訴

審 

パソコン通信サービスの会員であり、

掲示板について原告（被控訴人）がサ

ービス提供会社である被告（控訴人）

のシステム運営を批判した記事等を

書き込み等した行為等が会員規約に

違反するとしてパソコン通信サービ

スの契約を解除されたことに関し、原

告が会員であることの地位確認と不

法行為に基づく損害賠償を求めたも

の 

原告のデータ抹消行為、運営等を批判する書込であるロー

カルルール違反行為、本件ネットの運営姿勢を批判するマ

ークを用いた書込行為（400 回以上行われた）、被告代理人

である弁護士に関する書込行為について、「一つ一つをみ

ればそれのみをもって解除の事由とするに足りる重大な違

反行為とするには当たらないけれども」、本件の事実経過

の中にこれらの行為の全体をみれば、本件ネットの運営現

実に妨げるおそれのあるものであり、その余の不適当な行

為（要求行為、写真掲載行為）と併せ考えると「控訴人と

の信頼関係を著しく損なうものというに足りるものであっ

て、控訴人において契約を継続することが困難であると判

断することにつき、合理性を肯認することができる場合に

該当する」として、契約に基づき有効に解除されたとして、

会員としての地位確認及び損害賠償請求ともに棄却した 

パソコン通信

における書込、

契約解除 

4 最判 

平成 13 年 

3 月 27 日 

(最高裁判

所民事判

例集 55 巻

2号 434

頁) 

原告電話会社は、電話利用者である被

告に対し、被告の未成年子が被告の知

らぬ間に利用したダイヤルＱ２使用

代金を一般通話料に加えて請求した 

 

 

｢第１種電気通信事業者である電話会社Ｘが、一般家庭に広

く普及していた加入電話から一般に利用可能な形でダイヤ

ルＱ２事業を開始するに当たっては、同サービスの内容や

通話料金の高額化の危険性等につき具体的かつ十分な周知

を図るとともに、その危険の実現化をできるだけ防止する

ために可能な対策を講じておくべき責務があった｣と判示

し、本件では、これらの対策の実施が十分といえない状況

にあった当時、Ｙの子Ａによる同サービスの多数回・長時

間に及ぶ無断利用がされたために通話料金が高額化したと

の事情の下では、料金高額化の事実及びその原因を認識し

てこれに対する措置を講ずることが可能となるまでの間に

発生した通話料についてまで、約款の規定に基づき契約者

にその全部を負担させるべきものとすることは、信義則な

いし衡平の観念に照らして直ちに是認し難いというべきで

あって、加入電話の使用とその管理についてはＹにおいて

これを決しうる立場にあることなどの事情も考慮すれば、

Ｘ会社がＹに対し発生した通話料金の５割を超える部分を

請求することは許されないとした。 

ダイヤルＱ２ 

5 大阪高判 

平成 13 年

10 月 30 日 

(判例集未

掲載) 

インターネットのホームページを見

て※、パンフレットや申込み等の書類

一式の送付を受けた原告が、家庭用電

気製品等の製造販売する事業者Ａと

レンタル整水器のオーナーとなる契

約（レンタルオーナーズ契約）を締結

し、出資者となったが、事業者Ａが倒

産し、約定の払い戻しを受けられずに

損害を被ったとして、事業者Ａの統括

本部長という名称で募集等の業務に

携わっていた被控訴人に対して損害

賠償を請求した 

（※なお、契約口数の増加をした際に

は原告は被控訴人から電話の勧誘を

受けていることが認定されている。）

レンタルオーナーズクラブ契約について、「整水器の売買

とレンタルへの使用許諾及びその対価の支払という形式を

とってはいるが，その実質は，事業者Ａがオーナーから一

定の金員の出資を受け、これを当時の銀行金利等に比して

著しく高額の利益を付加して返還することを約した金銭の

受け入れ契約であるとみるのが相当」として、出資法１条

（出資金の受入の制限）違反に該当する可能性が極めて濃

厚、レンタルオーナーズクラブ事業の内容自体が，破綻の

危険が大きく、「このようなレンタルオーナーズクラブに

ついて，応募や出資を勧誘する行為は，公序良俗に違反し，

社会通念上許容しがたく，不法行為法上の違法の評価を受

けるというべきである。」とし、被控訴人（オーナーの募

集のためにインターネットのホームページを作成して公

開。ホームページには，１口の契約の場合，１００万円の

資金参加で，２年満期の間に１９２万円の払戻があるから，

９２万円の利益が保証されていることなどが魅力的に記

載）には，「インターネットにホームページを公開してこ

のような危険性の高いレンタルオーナーズクラブ契約を勧

誘したことについて，過失責任がある」と判示した。 

 なお、レンタルオーナーズクラブ事業が早晩破綻を来す

蓋然性が高いものであったことは、控訴人において契約の

内容を少し検討すれば容易に気付くことができたとして、

として、損害額の５割について過失相殺を認めた。 

インターネッ

トのホームペ

ージにおける

契約勧誘 
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6 東京地判 

平成 14 年

3月 25 日 

(判例タイ

ムズ 1117

号 289 頁) 

パーティーの予約を解約した被告消

費者Ｙに対し飲食店を経営するⅩ会

社が営業保証料として一律 1 人当た

り5，229円の40人分である20万9160

円の支払いを請求したところ、Ⅹは、

「インターネット上の広告には解約

料が無料であると記載しているにも

かかわらず、解約料の代わりに営業保

証料を取るという被控訴人Ⅹのシス

テムは不当である」等の主張をし、争

ったもの 

消費者Ｙが店舗を訪れ、従業員から、予約を解約する場

合には、原則として、実施日前日まで解約料は不要だが、

当該予約と日程上重なり合う予約あるいはその問い合わせ

をうけて、先の予約客に確認した上、先の予約客から実施

するとの確答を得た場合、先の予約客がその後解約すれば

営業保証料として一律１人当たり５２２９円を徴収する取

扱をしている。消費者Ｙは、前記説明を了解した上、以下

の内容でパーティーの予約を申入れ、被控訴人Ⅹは、同日、

これを受諾した等の事実を認定した上で、 

「平均的な損害の額」（9条 1号）は，契約の類型ごとに合

理的な算出根拠に基づき算定された平均値であり，解除の

事由等の事情に照らして判断するのが相当とし、民事訴訟

法 248 条を適用して「平均的な損害」を認定した 

インターネッ

ト上の広告、平

均的な損害 

7 神戸地判

平成 14 年 

5 月 24 日 

(判例集未

掲載) 

インターネットのホームページを見

て、電話をかけた被控訴人Ｂが、闘犬

の試合に出場させる事の出来る土佐

犬の購入を目的として控訴人方を訪

れ、土佐犬嵐号を購入し、被控訴人Ａ

会社が被控訴人Ｂのために売買代金

支払いのための小切手を控訴人宛に

振り出したところ、嵐号がフィラリア

に罹患しており、買いうけ後１ヶ月も

しないうちに死亡したとして、被控訴

人Ｂは、本件契約は錯誤により無効で

あるとし契約締結費用の損害賠償請

求及び事務管理に基づく費用償還請

求をし、控訴人Ａ会社が代金として振

り出した小切手債務の不存在確認を

求めたもの 

 控訴人が、娘を通じて「土佐犬の販売と我が家の愛犬た

ち」としたホームページ上で，飼育する土佐犬の販売の広

告を行い、嵐号を，全国横綱第２０代「闘犬嵐」号として

紹介し，平成１２年１２月の大会で試合に勝った実績を掲

載していたこと、同ホームページ上には，「すぐに試合に

出したい方には，即試合出場可能な様々な実績を持った経

験豊富な（全国公認横綱もいます）犬をおすすめします。」

という記載があったこと、被控訴人Ｂは，ホームページを

見て控訴人に電話をかけ，控訴人の住む熊本へ赴いて，控

訴人が飼育する土佐犬を見せてもらい，実績のある闘犬で

あるとして嵐号を紹介されたこと、被控訴人が嵐号を引き

取るために控訴人宅を訪れた際に，他の犬が気に入り買い

たと申し出たところ、勝ちたいという気があるなら嵐号の

方がいいなどと説明し、嵐号ならば平成１４年の春ころま

で，あと３回は大会に出てそれなりの成績を挙げることが

できる等の説明をしたこと、嵐号について緊急病院の獣医

が少なくとも半年程前の平成１２年９月ころからフィラリ

ア症に罹患していたと考えられる旨診断したこと等の事実

を総合すれば、「本件売買契約締結時，嵐号がフィラリア

症に罹患しており，激しい運動ができる状態ではなかった

にもかかわらず，被控訴人Ｂは，嵐号が全国横綱としての

実績を有し，即時試合出場可能な闘犬であるものと誤信し

てこれを購入したことが認められるから，被控訴人Ｂの売

買の法律行為に錯誤があったと認めることができ」るとし

て、交渉経緯から売買の動機を表示していたものと認め、

動機が、売買契約の重要な部分であったと認められるから，

その錯誤は法律行為の要素の錯誤にあたるとして、売買契

約は無効、被控訴人Ａ会社が小切手金を支払う義務はない

とした。また、被控訴人による控訴人に対する契約締結上

の過失に基づく損害賠償請求、事務管理費用請求も認めら

れた。 

インターネッ

トのホームペ

ージの広告、動

機の錯誤 

8 東京簡判 

平成 15 年 

3 月 14 日 

(判例集未

掲載) 

インターネットの利用に関し、電気通

信事業を営む原告が、契約者である被

告に対し通話料金等の支払を求めた

ところ、被告が、利用者の気付かない

ままに国際電話サービスを利用させ

るような接続システムを設定してい

た原告が、トラブル防止のために必要

な措置を講じないまま使用料金の支

払いを請求するのは信義則に反する

として争った。 

｢一般の電話料金よりも高額に設定されている国際電話に

ついては、利用者が全く認識しないまま接続された場合に

まで、その料金を契約者に負担させるべきか否かについて

は、電気通信事業が公益的なものであるが故に、その立場

にある原告が適切な措置を講じたか否かという点とも併せ

て総合的に判断しなければならない。｣と判示し、本件では、

原告が特定地域に対する接続停止の措置を講じたことは一

定の評価に値するものであり、通信の秘密を守るべき通信

事業者である原告ができる限りの措置を講じても防ぎきれ

なかった結果については、利用者の利益が制限されること

になってもやむを得ない等として、信義則違反を否定し、

原告の請求を認めた。 

国際電話詐欺 
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9 大阪高判 

平成 15 年

7月 11 日 

(判例集未

掲載) 

控訴人が、被控訴人（中古車の売買等

を業とする株式会社であり、中古自動

車を店頭に展示し、その売買をしてい

るほか、インターネットを利用したオ

ークションによる仲介業務をおこな

っている）が会員となって参加してい

る株式会社Ｂが主催・運営するするイ

ンターネットオークション（会員以外

は参加することができない）により車

両を購入したところ、走行中に火災が

発生したため、被控訴人に対し、損害

賠償を請求した 

 

本件車両は、いわゆるネットオークションによる取引で

あるところ、「出品店が出品する車両につき、公正かつ的

確に客観的な立場で車両の点検・検査を正確に行わなけれ

ばならず、成約後の申告不備によるクレームは、出品店が

一切その責任を負うとされていること、落札店では、パソ

コン画面上でしか車両を確認することはできず、落札して

車両が搬送されてきて初めて車両を見ることができ、その

後は直ちに買主に引き渡されることが予定されているこ

と、登録名義も、被控訴人を経由することなく、直接買主

に移転されていること、Ｃは、控訴人に対し、事前に、本

件車両に関する取引はオークションによるものであり、車

両に関するクレームは被控訴人では基本的に受けることが

できない旨説明していることなどの事実関係からすると、

被控訴人は本件車両の落札を代行したものにすぎず、被控

訴人としては、指定された価格で落札し、出品店から本件

車両の引渡しを受け、パソコン画面での内容と相違ないこ

とを確認した上、これを控訴人に引き渡し、控訴人あるい

は控訴人が指定する者への登録名義の変更手続をすれば足

りるものというべきであり、被控訴人は、本件車両の売主

ではなく、また、問屋契約に基づき本件車両を瑕疵がない

状態で引き渡すべき義務を負っているものとも解されな

い」とし、他に上記認定、判断を左右するに足りる証拠は

ないとして、「本件車両の取引を売買契約あるいは問屋契

約であるとして、被控訴人は瑕疵担保責任を負う旨の控訴

人の主張は、採用できない」として、控訴を棄却した。 

インターネッ

トオークショ

ン・中古車売買

10 東京地判 

平成 16 年

４月 15 日

(判例時報

1909 号 55

頁) 

控訴人が、インターネットを利用した

オークションにより被控訴人から落

札、購入した中古の普通乗用自動車に

ガソリンタンクのガソリン漏れ等の

損傷があり、これが民法５７０条の

「瑕疵」に当たると主張して、被控訴

人に対し、損害賠償を求めた。 

「民法五七〇条の「瑕疵」とは、売買の目的物が通常備え

ているべき性能などを備えていないことをいうが、本件の

ような中古自動車の売買においては、それまでの使用に伴

い、当該自動車に損傷などが生じていることが多く、これ

を修復して売却する場合はともかく、これを修復しないで

売却する場合には、その修理費用を買主が負担することを

見込んで売買代金が決定されるのが一般的であるから、こ

のような場合には、買主が修理代金を負担することが見込

まれる範囲の損傷などは、これを当該自動車の瑕疵という

のは相当でない。本件車両は、本件サイトで指摘された損

傷以外に修理を要する損傷箇所が存在することも予想され

た上で開始価格が設定されて出品され、かつ、本件サイト

で指摘された損傷以外の損傷が実際にあったとしても、当

該損傷は落札者が自ら修理することを予定して落札された

ものであったというべきところ、本件車両に民法五七〇条

の「瑕疵」があるというためには前記した予想ないし予定

を超えた損傷が存する場合であることを要する。」と判示

し、本件車両は、サイトにはその走行自体が不可能である

とか、危険を伴うといった記載はなく、却って、走行それ

自体には問題がないかのような記載がされており、ガソリ

ン漏れが生じている自動車では、引火の危険性などからし

て安全な走行それ自体が困難であることは明らかであるか

ら、本件車両の落札価額の低廉さ、本件サイトの記載を考

慮しても、前記した予想ないし予定を超える損傷であった

といわなければならないので、本件損傷のうち、当該瑕疵

は、本件サイトにも記載されず、被控訴人から説明もされ

ていないものであったから、民法五七〇条の「隠レタル」

瑕疵に当たることも明らかであるとして、当該瑕疵の修理

費用に相当する限度で損害賠償請求を認容した。 

オークション 
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11 大阪地判 

平成 17 年 

1 月 12 日 

(判例時報

1913 号 97

頁) 

被告会社らが製造販売した各製品を

インターネット上で購入した原告ら

が、食品衛生法により食品への添加が

禁止されているエトキシキンが含ま

れた各製品を製造販売した被告に対

して、宣伝内容の商品を販売すべき債

務があるのに、宣伝内容とは異なる、

毒性、発がん性を有し、食品衛生法六

条により食品への添加が禁じられて

いるエトキシキンが混入した本件各

製品を販売したことによる債務不履

行等に基づき、被告らに対し損害賠償

請求した。 

｢本件各製品が、健康に効果があることを強調して販売され

ており、購入者も、本件各製品が自然物から作り出され、

自然物から作り出されるから、本件各製品が、健康に効果

があると認識して購入するものと思料されること、本件各

製品は、錠剤であって、通常の食品のように風味、食感等

を楽しむものでは、およそないことからすると、科学的合

成物であり、飼料等に抗酸化剤として使用されるものであ

り、食品衛生法により、食品への添加が禁止されているエ

トキシキンが、本件各製品に混入していた場合、売買契約

の当事者である買主によっては、本件各製品が無価値にな

ることは当然にあり得るところである。｣と判示し、エトキ

シキンの混入した本件各製品の引渡しは、本件各製品の販

売用パンフレットの記載内容の特殊性及び本件各製品の特

殊性からすると、本旨に従った履行といえないものと解す

べきであり、原告らは、被告に対し、本件各製品の売買契

約を解除せずとも、債務不履行による損害賠償請求ができ

ると解されるとして、購入代金相当額につき損害と認定し、

請求を一部認容した。 

インターネッ

ト取引におけ

る消費者被害 

12 東京地判 

平成 17 年

1月 31 日 

(判例マス

ター収録) 

在宅ワークを希望する原告らが、被告

関連業者の従業員らの勧誘行為は不

法行為を構成するものであり、かつ被

告が開発した教材等を購入させられ、

被告が運営するＳＯＨＯユートピア

に入会させられるのだから、被告主導

の内職詐欺商法であるのは間違いな

いとして被告会社に対しても不法行

為に基づき損害賠償を求めた。 

在宅ワーク（自宅のパソコンを用いる諸々の入力作業を行

う業務）を希望する原告らに対して、有料会員制のホーム

ページ上でそのあっせんを行うと謳い、その前提条件とし

て認定試験を設定し、その学習のために教材を販売すると

いう一連のシステムは、上記ホームページを管理、運営し、

認定試験を実施し、教材を製造している被告が中心となっ

て成り立っているところ、被告の関連業者は、実際には教

材で学習しても認定試験に合格することは困難であるの

に、誰でも認定試験に容易に合格して、すぐさま在宅ワー

クを受注して、相応の収入を得ることができるかのような

勧誘等を行うことによって原告らに誤信を与え、教材の売

買契約、有料会員制のホームページの入会契約を締結させ

たものであり、被告は、関連業者の代表者らと通じて不法

行為を行ったものと認められるなどして、原告らの損害賠

償請求を認容した。 

インターネッ

ト関連の内職

商法 

13 神戸地裁

姫路支部判 

平成 17 年

８月９日 

(判例時報

1929 号 81

頁) 

インターネットオークションを利用

してデジタルカメラを落札して代金

を支払ったが当該カメラの交付を受

けていない原告が、上記オークション

を運営する被告に対し、被告は出品者

の信用調査を怠り、又は不適切な出品

を防止すべき義務に違反したと主張

して、不法行為に基づき損害賠償請求

した。 

 被告は、本件オークションを運営するに当たり、本件オ

ークションに参加しようとする者に対し、インターネット

のホームページにおいて、本件利用規約及び本件ガイドラ

インに同意するよう求め、同意しなければ、本件オークシ

ョンに参加するために必要なＩＤ登録ができないようにな

っており、またその後本件オークションに参加する場合に

も、これらに同意しなければ参加できないようになってい

ること、本件利用規約には、本件ガイドラインが本件利用

規約の一部を構成している旨の規定があること、本件ガイ

ドラインには、被告が、個々の商品や情報を選別・調査・

管理せず、どのような利用者が参加しているかも選別・調

査・管理しないことや、被告が、利用者間に成立した売買

について、解除・解約等に一切関与せず、利用者が全て責

任を負い、被告は入札者又は出品者としての責任、権利及

び権限を一切有さないこと、被告の重過失又は故意に起因

する場合を除き、出品、入札、完了した若しくは完了して

いない取引又は出品された若しくは実際に売られた商品に

関するいかなるクレーム・請求・損害賠償等から免責され

る旨定めており、原告もこれに同意したこと、本件利用規

約及び本件ガイドラインは、ホームページ上で一回ボタン

をクリックするだけで閲覧できること等の事実が認められ

る。 

 以上の事実によれば、本件ガイドラインは、本件利用規

約の一部を構成することにより、本件利用規約に同意して

本件オークションに参加する者を法的に拘束するものと認

められ、そうすると、被告は、原告に対し、本件取引につ

いて、訴外人の信用度を調査したり、訴外人のＩＤを削除

するなどの義務を負うものとは認められないし、本件取引

による原告の損害が、被告の故意又は重過失によるものと

も認められない。  

オークション 

原告敗訴 
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14 東京地判 

平成 17 年

9月 2日 

(判例時報

1922号105

頁) 

控訴人が、インターネット上のショッ

ピングサイトにおいて被控訴人がパ

ソコンを１台当たり２７８７円で売

り出している旨の表示がされていた

ことから３台を購入したが、その履行

がされていないとして、被控訴人に対

し、債務不履行ないし不法行為に基づ

き、パソコン３台の代金相当額の支払

いを求めた。 

｢インターネットのショッピングサイトを利用して商品を

購入する場合、売り手は、サイト開設者を通じて、商品の

情報をサイト上に表示し、買い手は、商品の情報を見て、

購入を希望するに至ればサイト上の操作により注文し、サ

イト開設者を通じて、売り手が注文を受けこれに応じる仕

組みとなっている。 このような仕組みからすると、イン

ターネットのショッピングサイト上に商品及びその価格等

を表示する行為は、店頭で販売する場合に商品を陳列する

ことと同様の行為であると解するのが相当であるから、申

込の誘引に当たるというべきである。そして、買い手の注

文は申込みに当たり、売り手が買い手の注文に対する承諾

をしたときに契約が成立するとみるべきである。｣と判示

し、本件では、控訴人はヤフーから受注確認メールを受信

したものの、売り手である被控訴人から注文に応じないと

する旨のメールを受信しており、受注確認メールは売り手

である被控訴人が送信したものではないから、権限のある

ものによる承諾がされたものと認めることはできず、また、

｢インターネット上での取引は、パソコンの操作によって行

われるが、その操作の誤りが介在する可能性が少なくなく、

相対する当事者間の取引に比べより慎重な過程を経る必要

があるところ、受注確認メールは、買い手となる注文者の

申込が正確なものとして発信されたかをサイト開設者が注

文者に確認するものであり、注文者の申込の意思表示の正

確性を担保するものにほかならないというべきである。｣と

も判示し、受注確認メールは、被控訴人の承諾と認めるこ

とはできないから、これをもって契約が成立したと見るこ

とはできず、契約が成立したことを前提とする控訴人の損

害賠償請求は、理由がないとして棄却した。 

オンラインシ

ョッピング 

15 名古屋簡判 

平成 18 年 

2 月 22 日 

(判例集未

掲載) 

特殊通話（ウェブ、スーパーメール）

利用分については契約締結時に料金

設定に関する十分な説明がなかった

と主張して支払わない被告に対して、

原告が携帯電話料金の支払いを求め

た。 

｢パケット通信サービスや家族割引、料金プラン等の一応の

説明は受けており、本件各携帯電話機を受領した時点でガ

イドブックを受け取っているのであるから、この説明を読

めば、原告のウェブ、スーパーメール等の料金設定は十分

に理解できた｣と判示し、本件における被告は十分に説明を

読まず、これを理解しようとしないで、結果としてスーパ

ーメールの請求が一般通話料金と比して高額であったから

といってその支払いを拒むことはできないとして、請求を

認容した。 

携帯電話メー

ルの料金請求

と説明義務違

反 
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（参考１７）「解除権・解約権を制限する条項」に関連する約款の例 

 

○貸衣装会社 

ご予約後のキャンセルにつきましてはキャンセルの日数に限らず料金の５０％を

いただきます。（当店のほかのドレスに変更はＯＫです。） 

 

○探偵事務所 

ご契約後、契約の取り消しの申し出があった場合、調査着手２４時間前まではご契

約料金の３０％を申し受けます。調査着手後はそこまでに要した調査料金は申し受

けます。 

 

○貸衣装会社 

キャンセル料は、ご契約時から発生致します。詳しくは①ご利用日の前々日までは

ご利用金額の２０％②前日は５０％③当日は１００％のキャンセル料金が発生致

します。 

 

○興信所 ご利用規約 

（返金について） 

お申し込み後のキャンセルは原則としてお受付けしておりません。キャンセルの際

は料金金額を受領し一切の返金は御座いません。 
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（参考１８）「専属的裁判管轄条項」に関連する約款の例 

 

○フィットネスクラブ サイトポリシー／利用規約 

（管轄裁判所） 

このウェブサイトの利用にかかわる全ての紛争については、別段の定めのない限り、

東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものといた

します。 
 

○消費者金融 カードローン契約条項 

（合意管轄） 

この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合、○○の本社所在地を管

轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 
 

○銀行 カードローン規定 

（準拠法・管轄裁判所） 

１．この規定が適用されるこの取引の契約準拠法は日本法とします。 

２．この規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、借

主は銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることとし

ます。 
 
○クレジットカード会員規約 

（合意管轄裁判所） 

会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の

住所地、商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判

所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 

 

○ソフトウェアエンドユーザーライセンス契約 

（一般条項） 

本契約は、国際私法の原則に拠らず、カリフォルニア州法に準拠し、解釈されるも

のとします。本契約に起因する紛争は、本ソフトウェアのライセンスを購入した地

により次の裁判地で解決されるものとします。（a）日本で購入した場合は東京地方

裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。(b)日本以外の法域で購入した場合はカリ

フォルニア北部地区の連邦裁判所を専属管轄権裁判所とする。 
 

○オンライン法務サービス 利用規約 

（一般条項） 

ユーザーと○○は、カリフォルニア州サンフランシスコ郡内に所在する裁判所を専

属的な合意管轄裁判所とすることに合意します。 

 

○オンライン外国語レッスン 利用契約 

当事者は、ワシントン州及びアメリカ連邦の裁判所、ならびにかかる裁判所からの

上訴を審尋する裁判所の専属管轄に服するものとします。 
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（参考１９）「適合性原則」に関連する行政処分の例 

○最近の特定商取引法違反業者に対する行政処分（経済産業省ホームページより） 
事業者の取引形態 指示・命令 取引の概要 指示の原因となる事実 

①訪問販売業者(シロ

アリ防除工事､床下換

気扇取付工事等を行

う事業者）に対する業

務停止命令（３ヶ月

間）及び業務改善指示 

 

シロアリ防除工事、床下換気扇

取付工事等を行っている訪問

販売業者である株式会社Ａに

対し、特定商取引法の違反行為

（不実告知、勧誘目的等不明

示、迷惑勧誘、判断力不足者契

約、適合性原則違反勧誘）を認

定し、特定商取引法第８条第１

項の規定に基づき、平成18年７

月８日から10月７日までの３

か月間、６支店・営業所におけ

る訪問販売に関する業務の一

部を停止するよう命ずるとと

もに、同法第７条の規定に基づ

き、同社が行う訪問販売に関す

る業務の改善指示 

 

過去５年以内に同社がその家屋のシロアリ

防除工事を行った消費者や築後相当の年数

が経過している家屋に居住する消費者（以下

「顧客」という。）の住居を訪問し、「無料

で床下の点検をしています。」、「家屋調査

に来ました。」、「シロアリの点検に来まし

た。」等と告げて、無料で顧客の家屋の床下

などの点検を行い、顧客の家屋の不具合やこ

れを原因として現在あるいは将来的に家屋

に危険が存在する旨を告げた上で、シロアリ

防除工事、床下換気扇や天井裏換気扇等の換

気システム取付工事、家屋補強金物取付工

事、調湿材設置工事、補強束取付工事、床下

防カビ施工工事等の役務を有償で提供する

契約の締結について勧誘し、当該住居におい

て当該契約の申込みを受け又は当該契約を

締結したもの 

・判断力不足者契約（特定商

取引法第７条第３号、同法施

行規則第７条第２号） 

Ａ社は、認知症や統合失調症

などの症状を有し、判断力が

不足していると認められる

消費者と、これら消費者の判

断力不足に乗じ、役務提供契

約を締結していた。 

 

・適合性原則違反勧誘（特定

商取引法第７条第３号、同法

施行規則第７条第３号） 

Ａ社は、年金生活でお金がな

いからと言って断っている

消費者に対して執拗に勧誘

するなど顧客の財産の状況

に照らして不適当と認めら

れる勧誘を行っていた。 

②訪問販売業者（電話

機等リース販売業者）

に対する業務停止命

令（３ヶ月間） 

 

リース会社と提携し、消費者の

住居等を訪問してビジネス用

電話機等のリース契約締結の

ための勧誘等を行っていた株

式会社Ｂ社に対し、特定商取引

法上の違反行為（不実告知、重

要事項の不告知、勧誘目的等の

不明示、適合性原則違反勧誘、

契約書面への虚偽記載）を認定

し、特定商取引法第８条第１項

の規定に基づき、平成18年７月

26日から３ヶ月間、同社の訪問

販売に関する業務の一部を停

止するよう命令 

 

事業者としての活動実態はあるが、電話機等

を事業用に利用することは殆どなく、主に個

人用として使用している者、もしくは、既に

廃業している者の住居等を訪問し、「電話機

に付いている装置を見せてください。」、「最

近回線が切れたりしているらしいのでそれ

を改善するために確認をしている。」等と、

大手電話会社の行う電話回線事業の一環で

訪問したかのように告げて当該住居等に上

がり込み、「もう少ししたら、黒電話は使え

なくなります。」、「うちの電話にしたら電

話の使用料が安くなります。」等と告げて新

たな電話機等のリース契約の締結について

勧誘し、リース会社に代わり当該住居等にお

いて当該契約の申込みを受け、又は当該契約

締結のための事務代行を行ったもの 

適合性原則違反勧誘【主に顧

客の知識及び経験に照らし

た不適当勧誘】 

（特定商取引法第７条第３

号、同法施行規則第７条第３

号） 

同社は、既に廃業し、年金生

活者となっている消費者に

対し、当該消費者の知識や経

験に照らして不適当と認め

られる勧誘を行っていた。 

 

③訪問販売業者に対

する業務停止命令（３

～６ヶ月） 

訪問販売業者であるＣ社に対

し、同社の行う訪問販売につい

て、特定商取引法の違反行為

（勧誘目的不明示・契約書面の

記載不備・迷惑勧誘・判断力不

足）を認定し、平成18年10月28

日から平成19年１月27日まで

の３ヶ月間、同社の訪問販売に

関する業務の一部を停止する

よう命じました。また、同社の

アルカリイオン整水器に係る

訪問販売については、特定商取

引法の別の違反行為（不実告

知）についても認定し、平成18

年10月28日から平成19年４月

27日までの６ヶ月間、アルカリ

イオン整水器に係る訪問販売

に関する業務の一部を停止す

るよう命令 

 

Ｃ社は、消費者宅に電話をかけ「水の点検で

回っているので、これからでも水を見せても

らえませんか。」等と告げて、在宅の予定等

を聞き出したうえで、「水の点検に回ってい

ます。」とか、「整水器の掃除と点検に来ま

した。」等とのみ告げて訪問し、勧誘に先立

ち、本件商品の売買契約の締結について勧誘

をする目的である旨を告げていなかった。 

また、その際、同社は、塩素実験により水

道水が黄変するところを消費者に見せ、「水

道水には塩素や鉛などが含まれていて人の

健康に有害です。」、「水道水は雑菌だらけ

で、このまま飲み続ければ病気になる。」等

と、あたかも水道水を飲み続けると健康を損

なうかのように告げて不安を煽り、同社のア

ルカリイオン整水器を通した水を飲むと「糖

尿病の治療やアトピーなどのアレルギー体

質の改善にも効果があります。」、「ご主人

の病気（パーキンソン病）治療にこの水をお

飲みになるようにお勧めします。きっといい

効果がでますよ。」等と、合理的根拠のない

効果を告げる等して、売買契約の締結を行っ

判断力不足（特定商取引法第

７条第３号、同法施行規則第

７条第２号） 

同社は、老人その他の者の判

断力の不足に乗じ、訪問販売

に係る売買契約を締結して

いた。 
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ていた。 

さらに、同社は、承諾なく消費者宅に上が

り込んだり、契約締結を拒否している消費者

に長時間にわたり執拗に勧誘を続ける等迷

惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしてい

た。加えて、同社と契約した消費者を見ると、

その過半は６５歳以上の高齢者であるほか、

認知症等のため判断力が不足している者も

含まれていた。 

④訪問販売業者に対

する業務停止命令（６

ヶ月間） 

掃除機等の訪問販売業者であ

るＤ社に対し、特定商取引法第

８条第１項の規定に基づき、平

成19年３月31日から９月30日

までの６ヶ月間、訪問販売の一

部（勧誘・申込み・契約締結）

を停止するよう命令 

 

掃除機等の販売を行うために消費者宅を訪

問する際、その勧誘に先立って、掃除機等の

売買契約について勧誘をする目的である旨

を明らかにしていなかった。 

また、同社は、訪問後、一旦勧誘を開始す

ると、顧客が契約締結について何度も拒否し

ているにもかかわらず、長時間居座ったり、

執拗に勧誘を続ける等の行為を行っていた。 

さらに、同社は、認知症を患っている等、

その売買契約を締結するだけの判断力が不

足していると認められる高齢の顧客や、その

売買契約に係る支払能力が困難と思われる

顧客に対しても、強引にその勧誘を行ってい

た。 

 

判断力の不足に乗じた契約

締結、財産の状況に照らして

不適当と認められる勧誘（特

定商取引法第７条第３号に

基づく特定商取引法施行規

則第７条第２号、第３号） 

同社は、認知症等を患ってい

る高齢の顧客に対して、その

判断力の不足に乗じて、商品

の売買契約を締結させたり、

また、当該売買契約に係る支

払能力が極めて脆弱である

と認められる顧客に対して、

その支払能力に照らして不

適当と認められる勧誘を行

っていた。 

⑤電話勧誘業者に対

する業務停止命令（３

ヶ月間） 

 

叙勲記念品等に係る電話勧誘

業者であるＥ社に対し、同社の

特定商取引法上の違反行為（不

実告知、勧誘目的等不明示、再

勧誘、交付書面の記載不備、判

断力不足便乗、適合性原則違反

勧誘）を、認定し、特定商取引

法第２３条第１項の規定に基

づき、平成19年１月23日から４

月22日までの３ヶ月間、両社の

電話勧誘販売に関する業務の

一部（勧誘・申込み・契約締結）

を停止するよう命令 

 

株式会社Ｅ社（以下「同社」という。）は、

「叙勲・褒章記念メダル」と称するメダルを

始めとする叙勲記念品及び書籍等（以下、同

社が取り扱う商品の総称を「本件商品」とい

う。）の電話勧誘販売を行っているところ、

国から叙勲や褒章を受けた者の名簿、公務員

ＯＢ名簿等を基に高齢者あてに電話をかけ、

その電話が本件商品の売買契約の締結につ

いて勧誘するためのものであることを告げ

ず、電話を受けた者は必ず購入をしなければ

ならないかのように一方的に告げていた。 

また、同社は、電話勧誘を受けた消費者が、

本件商品の売買契約を締結しない旨の意思

表示をしたにもかかわらず、引続きその電話

で勧誘を行ったり、後日、あたかも契約が成

立しているかのように「先日は、お電話にて

お申し込みを頂きありがとうございます。

（○○月○○日○○時○○分）」などと虚偽

のことを電話や書面で告げたりしていた。 

さらに、同社は、本件商品の売買契約の締

結について勧誘する際、その勧誘に先立っ

て、消費者に対し、正式な名称を名乗らず、

「叙勲文化社」と名乗って勧誘していた。 

 

・判断力不足便乗（特定商取

引法第２２条第３号、同法施

行規則第２３条第 

２号） 

同社は、同社から勧誘の電話

を受けたにもかかわらず、そ

の直後に電話があったこと

さえも覚えていないような、

判断力が不足していると認

められる高齢者に対しても、

これらの者の判断力不足に

乗じて売買契約を締結させ

ていた。 

 

・適合性原則違反（特定商取

引法第２２条第３号、同法施

行規則第２３条第 

３号） 

同社は、年金生活や施設（老

人ホーム）入居、配偶者の入

院などの金銭的な理由によ

って契約を締結しない旨の

意思を示した消費者に対し、

高額な商品の勧誘を続ける

など、顧客の財産の状況に照

らして不適当と認められる

勧誘を行っていた。 

 



105 106

（参考２０）「不招請勧誘」に関連する行政処分の例 

 

  事業者の

取引形態 

行政処分の内容 行政処分の原因となる事実 

1 通信販売

業者 

特定商取引法第 11 条第２項

（受信拒否に係る連絡方法の

不表示）等の違反行為を認定

し，同法第 15 条に基づく業務

一部停止命令（平成 17 年６月

16 日から３ヶ月間） 

特定商取引法では、通信販売に係る未承諾の広告メールについては、件名欄の

最前部に「未承諾広告※」の表示を行うこと、本文の最前部に「＜事業者＞」、

事業者名、広告メールの受信拒否通知を受けるメールアドレス及び受信者の電

子メールアドレスを通知することによって広告メールの提供が停止される旨の

表示を行うことが義務付けられているが、Ａ社が運営するアダルト画像サイト

に係る広告メールには、これらの表示がない。 

2 通信販売

業者 

特定商取引法第 11 条第２項

（受信拒否に係る連絡方法の

不表示）等の違反行為を認定

し，同法第 15 条に基づく業務

一部停止命令（平成 18 年４月

１日から１ヶ月間） 

特定商取引法では、通信販売に係る未承諾の広告メールについては、件名欄の

最前部に「未承諾広告※」の表示を行うこと、本文の最前部に「＜事業者＞」、

事業者名、広告メールの受信拒否通知を受けるメールアドレス及び受信者の電

子メールアドレスを通知することによって広告メールの提供が停止される旨の

表示を行うことが義務付けられているが、個人事業者であるＡが運営する出会

い系サイトに係る広告メールには、これらの表示がない。 

3 電話勧誘

販売業者 

特定商取引法第 17 条（再勧誘

の禁止）等の違反行為を認定

し，同法第 23 条に基づく業務

一部停止命令（平成 18 年９月

29 日から４ヶ月間） 

Ａ社の販売員は，かつて他社とビジネス関連の教材の購入に係る契約をしたこ

とのある消費者Ｂの職場に電話をかけ，その電話が教材の売買契約の締結につ

いて勧誘をするためのものであることを告げず，「以前，ビジネス関連の教材

を購入されて勉強したことがありますよね。」，「まだ，当初ご契約の講座が

修了していません。残っています。」等と告げた。消費者Ｂは「いくらその様

に勧めていただいてもできません。」とはっきり断ったが，Ａ社の販売員は「今

この機会を逃がすと，どんどん負担する教材が多くなりますよ。」と告げた。

それでも消費者Ｂは「時間もお金もありませんからできません。」と再度きっ

ぱりと断った。それにもかかわらず，Ａ社の販売員は再度「きちんと修了して

いただくのが，本来の契約ですから，再履修という形を取って頂きます。」等

と同じ説明を何度も繰り返した。消費者Ｂは，Ａ社の販売員の話し方の中にだ

んだん威圧的な雰囲気が感じられるようになり，Ａ社の販売員が，「どうしま

すか。」とたたみ込むように告げたことから，Ａは，「わかりました。」と答

えた。Ａは，仕事中に同社の販売員から約１時間半にわたって繰り返し勧誘さ

れたことから非常に迷惑を感じた。 

4 電話勧誘

販売業者 

特定商取引法第 17 条（再勧誘

の禁止）等の違反行為を認定

し，同法第 23 条に基づく業務

一部停止命令（平成 18 年 12 月

13 日から６ヶ月間） 

Ａ社の販売員は，消費者Ｂの職場に電話をかけ，冒頭に「貴方は，何年か前に

通信教育の資格取得講座を受けていますね。」と告げた。Ｂは過去に講座を受

講したことが無かったので「そんなものは受けていません。」と答えたが，Ａ

社の販売員が「貴方の名前がデータに残っていますよ。このデータを抹消する

ためには，33 万円の費用がかかります。」などと一方的に告げつつ長々と勧誘

を続けたため，Ｂは迷惑だと感じて電話を切った。その後複数回にわたってＡ

社の販売員から職場に電話が入り，Ｂは「資格取得講座は，受けた事はありま

せん。」などと何度も断って本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示

したが，「このデータが残っている以上，資格取得講座が修了していませんの

で，いつまでも電話が来ることになりますよ。」，「とにかくデータの抹消手

続きを取ってください。」などと告げ，長々としつこく勧誘を続けた。 

 

※以上のほか，特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第６条（現行第７条）に基づく措置命令は

これまで４件あるが，このうち同法第４条（特定電子メールの受信の拒否者に対する送信の停止）の違反

行為を認定した措置命令が１件（平成 14 年 12 月 25 日）ある。
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（参考２１）「情報提供義務」に関連する他法令の例 

 
法律名 該当条文 

商品取引所法（昭和二十

五年八月五日法律第二

百三十九号） 

（受託契約の締結前の書面の交付）  

第二百十七条  商品取引員は、受託契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あ

らかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。  

一  当該受託契約に基づく取引（第二条第八項第四号に掲げる取引にあつては、同号の権利を行使するこ

とにより成立する同号イからハまでに掲げる取引）の額（当該受託契約に係る上場商品構成物品又は上場商

品指数に係る商品指数ごとに商品取引所の定める取引単位当たりの価額に、当該受託契約に基づく取引の数

量を乗じて得た額をいう。）が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金

又は清算取次証拠金（次号及び第二百二十条の二第一項において「取引証拠金等」という。）の額に比して

著しく大きい旨  

二  商品市場における相場の変動により当該受託契約に基づく取引について当該顧客に損失が生ずること

となるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある旨  

三  前二号に掲げるもののほか、当該受託契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすことと

なる重要なものとして政令で定めるもの  

四  前三号に掲げるもののほか、当該受託契約の概要その他の主務省令で定める事項  

２  商品取引員は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾

を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべ

き事項を当該方法により提供した商品取引員は、当該書面を交付したものとみなす。 

 

（商品取引員の説明義務及び損害賠償責任） 

第二百十八条  商品取引員は、受託契約を締結しようとする場合において、顧客が商品市場における取引

に関する専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者以外の者であるときは、主務省令で定め

るところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、前条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければな

らない。  

２  前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該受託契約を締結しようとする目的に照らして、

当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。  

３  商品取引員は、顧客に対し第一項の規定により説明をしなければならない場合において、第二百十四

条（第一号に係る部分に限る。）の規定に違反したとき、又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事

項について説明をしなかったときは、これによって当該顧客の当該受託契約につき生じた損害を賠償する責

めに任ずる。  

金融商品の販売等に関

する法律（平成十二年五

月三十一日法律第百一

号） 

（金融商品販売業者等の説明義務）  

第三条  金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売

等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項（以下「重要事項」という。）

について説明をしなければならない。  

一  当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場（金融商品取引法第二条第十四項 に規

定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。）における相場その他の指標に係る変動を直接の原

因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項 

イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨 

ロ 当該指標 

ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に

係る取引の仕組みのうちの重要な部分 

二  当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動

を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項 

イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨 

ロ 当該指標 

ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融

商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 

三  当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を

直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項 

イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨 

ロ 当該者 

ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金

融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 

四  当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を

直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項 

イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨 

ロ 当該者 

ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じ

させる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 

五  第一号及び第三号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこと

となる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に
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掲げる次項 

イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨 

ロ 当該事由 

ハ ロの事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の

仕組みのうちの重要な部分  

六  第二号及び第四号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこと

となる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあ

るときは、次に掲げる次項 

イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨 

ロ 当該事由 

ハ ロの事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売

に係る取引の仕組みのうちの重要な部分  

七  当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該金融商品の販売に

係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨  

２  前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に

照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。  

３～６ （略） 

７  第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。  

一  顧客が、金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者（第九条第

一項において「特定顧客」という。）である場合  

二  重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合 
 
（金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止）  

第四条  金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売

等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不

確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為（以

下「断定的判断の提供等」という。）を行ってはならない。 
 
（金融商品販売業者等の損害賠償責任）  

第五条  金融商品販売業者等は、顧客に対し第三条の規定により重要事項について説明をしなければなら

ない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提

供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。 
 
（損害の額の推定）  

第六条 顧客が前条の規定により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等 

が重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによって当該顧客に生じ

た損害の額と推定する。 

２ 略 
 
（民法 の適用）  

第七条  重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによる金融商品販

売業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法 （明治二十九年法律第八十九号）

の規定による。 

借地借家法（平成三年十

月四日法律第九十号） 

（定期建物賃貸借）  

第三十八条  

１  期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をすると

きに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合

には、第二十九条第一項の規定を適用しない。 

２  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人

に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了す

ることについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。 

３  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、

無効とする。 

４～７ 略 
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金融商品取引法（昭和二

十三年四月十三日法律

第二十五号） 

（契約締結前の書面の交付）  

第三十七条の三 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定める

ところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただ

し、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。  

一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所  

二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号  

三 当該金融商品取引契約の概要  

四 手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣

府令で定めるもの  

五 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係

る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨  

六 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上

回るおそれがあるときは、その旨  

七 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼす

こととなる重要なものとして内閣府令で定める事項 

２ （略） 

宅地建物取引業法（昭和

二十七年六月十日法律

第百七十六号） 

（重要事項の説明等）  

第三十五条  宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を

依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者（以下「宅地建物取

引業者の相手方等」という。）に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、

その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項につ

いて、これらの事項を記載した書面（第五号において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明をさ

せなければならない。  

一  当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部

に記録された所有者の氏名（法人にあつては、その名称）  

二  都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限で契約内容の別（当該契約の目的物が宅地であ

るか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別

をいう。以下この条において同じ。）に応じて政令で定めるものに関する事項の概要  

三  当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項  

四  飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況（これらの施設が整備されていな

い場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項）  

五  当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時にお

ける形状、構造その他国土交通省令で定める事項  

六  当該建物が建物の区分所有等に関する法律 （昭和三十七年法律第六十九号）第二条第一項 に規定す

る区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の

種類及び内容、同条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地（一

団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属

する場合には、その土地を含む。）に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に

応じて国土交通省令で定めるもの  

七  契約の解除に関する事項  

八  損害賠償額の予定又は違約金に関する事項  

九  第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規

定による措置の概要  

十一  支払金又は預り金（宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受

領する代金、交換差金、借賃その他の金銭（第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全

の措置が講ぜられている手付金等を除く。）であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。）を受

領しようとする場合において、第六十四条の三第二項の規定による保証の措置その他国土交通省令で定める

保全措置 

を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要  

十二  代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立

しないときの措置  

十三  当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交

通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要  

十四  その他宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定

める事項  

２ ～５ 略 
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旅行業法（昭和二十七年

七月十八日法律第二百

三十九号） 

（取引条件の説明）  

第十二条の四  旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結し

ようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところ

により、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。 

２  旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令で定める場合を除き、旅行者に対

し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対

価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しな

ければならない。  

３  略 

積立式宅地建物販売業

法（昭和四十六年六月十

六日法律第百十一号） 

（積立条件等の説明及び書面の交付） 

第三十四条 積立式宅地建物取引業者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契

約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明を

しなければならない。 

一 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法 

二  目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法 

三  目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項 

四  目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する

事項 

五  契約の解除に関する事項 

六  損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 

貸金業法（昭和五十八年

五月十三日法律第三十

二号） 

（貸付条件の広告等）  

第十五条  貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘を

する場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に

掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。  

一  貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号  

二  貸付けの利率  

三  前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項  

２  貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘（広

告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。）をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて

内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に

係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。 

電気通信事業法（昭和五

十九年十二月二十五日

法律第八十六号） 

（提供条件の説明）  

第二十六条  電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次

ぎ又は代理を業として行う者（以下「電気通信事業者等」という。）は、電気通信役務の提供を受けようと

する者（電気通信事業者である者を除く。）と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信

役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定め

るところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなけれ

ばならない。 

不動産特定共同事業法

（平成六年六月二十九

日法律第七十七号） 

（不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付）  

第二十四条  不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約が成立するまでの間に、その申込者に対

し、不動産特定共同事業契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて、書

面を交付して説明しなければならない。 

保険業法（平成七年六月

七日法律第百五号） 

（保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為）  

第三百条  保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員（保険募集人である者を除く。）、保険募

集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げ

る行為（次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険

契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一  保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を

告げない行為  

二  保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告

げることを勧める行為  

三  保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又

は告げないことを勧める行為  

四  保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を

消滅させて新たな保険契約の申込みを 

させ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為  

五  保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供

する行為  

六  保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約

の契約内容と比較した事項であって 

誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為  

七  保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰

余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示

し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為  

八  保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社
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等の特定関係者（第百条の三（第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条にお

いて同じ。）に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外

国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社（以下この条及び第三百一条の二にお

いて「保険持株会社等」という。）、当該保険持株会社等の子会社（保険会社等及び外国保険会社等を除く。）

並びに保険業を行う者以外の者をいう。）が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、

当該保険契約の申込みをさせる行為  

九  前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める

行為  

２  前項第五号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号

又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。 

マンションの管理の適

正化の推進に関する法

律（平成十二年十二月八

日法律第百四十九号） 

（重要事項の説明等）  

第七十二条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約（新た

に建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で定める期間を経過する日までの間

に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。）を締結しようとするとき（次項に規定

するときを除く。）は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を

構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託

契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの（以下「重要事項」という。）に

ついて説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間

前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、

重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。  

２  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しよう

とするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記

載した書面を交付しなければならない。  

３  前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管

理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなけ

ればならない。  

４  管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を

提示しなければならない。  

５  マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理

業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 

信託業法（平成十六年十

二月三日法律第百五十

四号） 

（信託契約の内容の説明）  

第二十五条  信託会社は、信託契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信

託会社の商号及び次条第一項第三号から第十六号までに掲げる事項（特定信託契約による信託の引受けを行

うときは、同号に掲げる事項を除く。）を説明しなければならない。ただし、委託者の保護に支障を生ずる

ことがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 

探偵業の業務の適正化

に関する法律（平成十八

年六月八日法律第六十

号） 

 

（重要事項の説明等）  

第八条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者

に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 

一  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二  第四条第三項の書面に記載されている事項 

三  探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）その他の

法令を遵守するものであること。 

四  第十条に規定する事項 

五  提供することができる探偵業務の内容 

六  探偵業務の委託に関する事項 

七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期

八  契約の解除に関する事項 

九  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項 

消費者基本法 

（昭和四十三年五月三

十日法律第七十八号） 

（事業者の責務等） 

第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その 

供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。 

二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。 

自転車の安全利用の促

進及び自転車等の駐車

対策の総合的推進に関

する法律（昭和五十五年

十一月二十五日法律第

八十七号） 

（自転車製造業者等の責務）  

第十四条  

２  自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の

必要性等の自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、防犯登録の勧奨並びに自転車の点検

及び修理業務の充実に努めなければならない。 

特定電子メールの送信

の適正化等に関する法

律（平成十四年四月十七

日法律第二十六号） 

（電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等）  

第十条  電子メール通信役務を提供する電気通信事業者（電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通

信事業者をいう。以下同じ。）は、その役務の利用者に対し、特定電子メール、架空電子メールアドレスを

そのあて先とする電子メール又は送信者情報を偽った電子メール（以下「特定電子メール等」という。）に

よる電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務に関する情報の提供を行うように努めなければ

ならない。 
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（参考２２）「適合性原則」に関連する他法令の例 
法律名 該当条文 

金融商品取引法 

（昭和二十三年四

月十三日法律第二

十五号） 

（適合性の原則等）  

第四十条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、

その業務を行わなければならない。  

一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に

照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとな

るおそれがあること。  

二 （略） 

金融商品の販売等

に関する法律 

（平成十二年五月

三十一日法律第百

一号） 

（金融商品販売業者等の説明義務）  

第三条 （略）  

２ 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に

照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。  

３～７ （略） 

 

（勧誘の適正の確保）  

第八条  金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確

保に努めなければならない。 

 

（勧誘方針の策定等） 

第九条  金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あら

かじめ、当該勧誘に関する方針（以下「勧誘方針」という。）を定めなければならない。ただし、当該金

融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令

で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。

２ 勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に

照らし配慮すべき事項 

二 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項 

三 前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項 

３ （略） 

商品取引所法 

（昭和二十五年八

月五日法律第二百

三十九号） 

（適合性の原則） 

第二百十五条 商品取引員は、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行

つて委託者の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品取引受託業務を営まなければ

ならない。 

 

（商品取引員の説明義務及び損害賠償責任）  

第二百十八条  

２  前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該受託契約を締結しようとする目的に照らして、

当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。 

消費者基本法 

（昭和四十三年五

月三十日法律第七

十八号） 

（事業者の責務等） 

第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その

供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。 

一・二 （略）  

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。   

四・五 （略） 

特定商取引に関す

る法律（昭和五十

一年六月四日法律

第五十七号） 

 

［訪問販売］ 

（指示）  

第七条  主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条から第六条までの規定に違反し、又は次に掲

げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が

害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべき

ことを指示することができる。  

一～二 （略） 

三  前二号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者

又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令（※）で定めるもの。 

 

（※）特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号） 

  （訪問販売における禁止行為）   

  第七条  法第七条第三号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。  

  二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させる

こと。 

三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。 

（※）特定商取引に関する法律等の施行について（解釈通達） 

第二章、第二節   

  ５ 法第七条（指示）関係 

  （２）省令第七条の解釈について  
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   （ロ）第二号 

    ｢老人その他の者｣には、老人、未成年者等が一般的には該当し得るが、判断力が不足している場

合にのみ適用されることとなる。 

   （ハ）第三号 

本号は、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして客観的に見て不適当と認められる勧誘を対

象とした規定である。 

［電話勧誘販売］ （指示）  

第二十二条  主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十六条から第二十一条までの規定に違反し、

又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受

ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な

措置をとるべきことを指示することができる。  

一～二（略） 

三  前二号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であつて、電話勧誘販売に係る取引の公正及

び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令（※）で定める

もの。 

 

※特定商取引に関する法律施行規則（昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号） 

（電話勧誘販売における禁止行為）  

第二十三条  法第二十二条第三号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。  

一（略） 

二  老人その他の者の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させる

こと。  

三  顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。  

四～五（略） 

［連鎖販売取引］ （指示）  

第三十八条  主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十

五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は

勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは

第三十六条の三の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売

取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、

必要な措置をとるべきことを指示することができる。  

一～三（略）  

四  前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行

為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして経済

産業省令（※）で定めるもの。 

 

※特定商取引に関する法律施行規則（昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号） 

（連鎖販売取引における禁止行為）  

第三十一条  法第三十八条第四号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。  

一～五（略） 

六  未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結さ

せること。  

七  連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。

八（略） 

［特定継続的役務

提供］ 

（指示）  

第四十六条  主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは

前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及

び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して

特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者（以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」

という。）の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、必

要な措置をとるべきことを指示することができる。  

一～二（略）  

三  前二号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る

取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令（※）

で定めるもの 

 

※特定商取引に関する法律施行規則（昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号） 

（特定継続的役務提供における禁止行為）  

第三十九条  法第四十六条第三号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。  

一（略） 

二  老人その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。  

三  顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。 

四～六（略） 
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［業務提供誘引販

売取引］ 

（指示）  

第五十六条  主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第

五十四条、第五十四条の三若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務

提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるとき

は、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。  

一～三 （略） 

四 前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であっ

て、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものと

して経済産業省令（※）で定めるもの。 

 

※特定商取引に関する法律施行規則（昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号） 

（業務提供誘引販売取引における禁止行為）  

第四十六条  法第五十六条第四号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。  

一（略） 

二  未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につい

ての契約を締結させること。  

三  業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行

うこと。 

四（略） 

貸金業法（昭和五

十八年五月十三日

法律第三十二号） 

（誇大広告の禁止等）  

第十六条  

３  貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適

当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないよう

に、貸金業の業務を行わなければならない。 

不動産特定共同事

業法 

（平成六年六月二

十九日法律第七十

七号） 

  

第二十一条  

１～３ 略 

４  不動産特定共同事業者等は、前三項に定めるもののほか、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘又は

解除の妨げに関する行為であって、相手方又は事業参加者の保護に欠けるものとして主務省令（※）で定

めるものをしてはならない。 

 

※不動産特定共同事業法施行規則 （平成七年三月十三日大蔵省・建設省令第二号） 

（相手方又は事業参加者の保護に欠ける行為）  

第十九条  法第二十一条第三項 の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。  

一～三  略 

四  事業参加者が被る損失の範囲について十分な知識を有しない顧客に対し、不動産特定共同事業契約の

締結又は更新の勧誘をする行為  

五～六  略 

信託業法 

（平成十六年十二

月三日法律第百五

十四号） 

（信託の引受けに係る行為準則）  

第二十四条   

１  略 

２  信託会社は、委託者の知識、経験、財産の状況及び信託契約を締結する目的に照らして適切な信託の

引受けを行い、委託者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。 
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（参考２３）｢不招請勧誘｣に関連する他法令の例（法律番号順） 
法律名 該当条文 

金融商品取引法（昭

和二十三年四月十

三日法律第二十五

号） 

（禁止行為） 

第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただ

し、第三号から第五号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商

品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。  

一・二 （略） 

三 金融商品取引契約（当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特

に必要なものとして政令で定めるものに限る。）の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は

電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 

四 金融商品取引契約（当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必

要なものとして政令で定めるものに限る。）の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を

受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為  

五 金融商品取引契約（当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必

要なものとして政令で定めるものに限る。）の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しな

い旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。）を表示したにもかかわらず、

当該勧誘を継続する行為 

六 （略） 

商品取引所法（昭和

二十五年八月五日

法律第二百三十九

号） 

（不当な勧誘等の禁止） 

第二百十四条 商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

一～四 （略） 

五 商品市場における取引等につき、その委託を行わない旨の意思（その委託の勧誘を受けることを希望し

ない旨の意思を含む。）を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること。 

六 商品市場における取引等につき、顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方でその委託を勧誘すること。

七 商品市場における取引等につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、自己の商号及び商品市場における

取引等の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること。

八・九 （略） 

宅地建物取引業法 

（昭和二十七年六

月十日法律第百七

十六号） 

第四十七条の二  
一～二（略）  
三 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又

は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるも

のとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。 
 
※宅地建物取引業法施行規則（昭和三十二年七月二十二日建設省令第十二号） 

（法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為）  

第十六条の十二  法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。  

一  宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げ

る行為をすること。 

イ （略） 

ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。

ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる

こと。 

二 ～三（略） 
特定商取引に関す

る法律（昭和五十一

年六月四日法律第

五十七号） 

 

［訪問販売］ 

（訪問販売における氏名等の明示）  

第三条  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手

方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘を

する目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。 

 

（指示）  

第七条  主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条から第六条までの規定に違反し、又は次に掲げ

る行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害さ

れるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを

指示することができる。  

一～二 （略） 

三  前二号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又

は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令（※）で定めるもの。 

 

（※）特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号） 

  （訪問販売における禁止行為）   

  第七条  法第七条第三号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。  

   一  訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるよ 

      うな仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み 

           の撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。  
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     二～六 （略） 

 

（※）特定商取引に関する法律等の施行について（解釈通達） 

  第二章、第二節   

  ５ 法第七条（指示）関係 

  （２）省令第七条の解釈について  

   （イ）第１号 

    ｢迷惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて相手方が迷惑を覚える言動であればよ 

         く、実際に迷惑と感じることは必要ではない。具体的には、正当な理由なく不適当な時間 

         帯に（例えば午後９時から午前８時まで等）勧誘をすること、長時間にわたり勧誘をする 

         こと、執ように何度も勧誘をすること等はこれに該当することが多いと考えられる。｣ 

(通信販売についての広告） 

第十一条 （略） 

 ２ 前項各号に掲げる事項のほか、販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しく

は指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令（※）で定めるものをいう。以下同じ。）により

広告をするとき（その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。）

は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る販売業者又は役務提供

事業者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示し

なければならない。 

 

※特定商取引に関する法律施行規則（昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号） 

 （連絡方法の表示） 

 第十条の四 相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするとき

（相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載する

ことにより広告をするときを除く。第二十六条の三及び第四十一条の三において同じ。）であつて、法第十

一条第二項の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表

示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」

との表示に続け て次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びそ

の相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該販売業者又は役務提供事業者からの電磁的方法

による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。 

  一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称 

  二 相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための 

    電子メールアドレス 

［通信販売］ 

（電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けている者に対する提供の禁

止） 

第十二条の三 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条

件又は指定役務の提供条件について電磁的方法により広告をする場合において、その相手方から第十一条第

二項の規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けているとき

は、その者に対し、電磁的方法による広告の提供を行つてはならない。 

［電話勧誘販売］ （契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止） 

第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨

の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 
 
（指示）  
第二十二条  主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十六条から第二十一条までの規定に違反し、又

は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける

者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置を

とるべきことを指示することができる。  
一～二（略） 
三  前二号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であつて、電話勧誘販売に係る取引の公正及び

購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令（※）で定めるもの。

 
※特定商取引に関する法律施行規則（昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号） 
（電話勧誘販売における禁止行為）  
第二十三条  法第二十二条第三号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。  
一  電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧

誘をし、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑

を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。  
二～五（略） 
 
（電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等）  
第二十四条  販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から指定商品（その販売

条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様であ
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る商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。）若しくは指定権利若しくは指定役務

につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをし

た者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と指定商品若しくは指定権利

若しくは指定役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその

購入者若しくは役務の提供を受ける者（以下この条及び次条において「申込者等」という。）は、次に掲げる

場合を除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務

提供契約の解除（以下この条において「申込みの撤回等」という。）を行うことができる。  
一～三（略） 
２～８（略）  
 
（電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）  
第二十四条の二  申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契

約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、

それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これ

を取り消すことができる。  
一  第二十一条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの

誤認  
二  第二十一条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認  
２  第九条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役

務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。 
［連鎖販売取引］ （指示）  

第三十八条  主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五

条、第三十六条、第三十六条の三若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘

者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十

六条の三の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公

正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、必要な措

置をとるべきことを指示することができる。  

一～二（略）  

三  その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者

に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。  

四  前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為

であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして経済産業

省令（※）で定めるもの。 

 

※特定商取引に関する法律施行規則（昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号） 
（連鎖販売取引における禁止行為）  

第三十一条  法第三十八条第四号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。  

一  その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約（その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあ

つせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契

約に限る。以下この条において同じ。）について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。  

二～八（略） 

［特定継続的役務

提供］ 

（指示）  
第四十六条  主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは前

条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特

定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継

続的役務の提供を受ける権利を購入する者（以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。）

の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、必要な措置をと

るべきことを指示することができる。  
一～二（略）  
三  前二号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取

引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令（※）で定

めるもの 
 
※特定商取引に関する法律施行規則（昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号） 
（特定継続的役務提供における禁止行為）  
第三十九条  法第四十六条第三号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。  
一  特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役

務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。  
二～六（略） 
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［業務提供誘引販

売］ 

（指示）  
第五十六条  主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五

十四条、第五十四条の三若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供

誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、そ

の業務提供誘引販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。  
一～二 （略） 
三 その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当

該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。  
四 前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であっ

て、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとし

て経済産業省令（※）で定めるもの。 
 
※特定商取引に関する法律施行規則（昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号） 
（業務提供誘引販売取引における禁止行為）  
第四十六条  法第五十六条第四号 の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。  
一  業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約（その業務提供誘引販売業に関して提

供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。

以下この条において同じ。）について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。  
二～四（略） 

海外商品市場にお

ける先物取引の受

託等に関する法律 

（昭和五十七年七

月十六日法律第六

十五号） 

（不当な行為等の禁止）  
第十条  海外商品取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。  
一～七 （略） 
八  前各号に掲げるもののほか、海外先物契約に関する行為であつて、顧客の保護に欠けるものとして経済

産業省令（※）で定めるもの 
 
（※）海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則（昭和五十八年一月十日通商     

産業省令第三号） 
 （不当な行為等の禁止） 
 第八条 法第十条第八号の経済産業省令で定める行為は、次のとおりとする。 
 一 海外先物契約の締結につき、その契約の締結をしない旨の意思（その契約の締結の勧誘を受けること

を希望しない旨の意思を含む。）を表示した顧客に対し、勧誘すること。 
二～四（略） 
五  海外先物契約の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、自己の商号及び海外先物契約の締結

である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること。 
六～十三（略） 

不動産特定共同事

業法（平成六年六月

二十九日法律第七

十七号） 

第二十一条  
一（略） 
二 不動産特定共同事業者等は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方が当該不

動産特定共同事業契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含

む。）を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為をしてはならない。 
三（略） 
四  不動産特定共同事業者等は、前三項に定めるもののほか、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘又は解

除の妨げに関する行為であって、相手方又は事業参加者の保護に欠けるものとして主務省令（※）で定める

ものをしてはならない。 
 
（※）不動産特定共同事業法施行規則（平成七年三月十三日大蔵省・建設省令第二号） 
（相手方又は事業参加者の保護に欠ける行為）  
第十九条  法第二十一条第四項 の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。  
一    （略）  
二  不動産特定共同事業契約の締結又は更新について顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪

問により勧誘する行為  
三  不動産特定共同事業契約の締結又は更新をしない旨の意思を表示した者に対して執ように勧誘する

行為  
四～六 （略） 

特定電子メールの

送信の適正化等に

関する法律（平成十

四年四月十七日法

律第二十六号） 

（拒否者に対する送信の禁止） 
第四条 送信者は、その送信をした特定電子メールの受信をした者であって、総務省令で定めるところによ

り特定電子メールの送信をしないように求める旨（一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように

求める場合にあっては、その旨）を当該送信者に対して通知したものに対し、これに反して、特定電子メー

ルの送信をしてはならない。 
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